
英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
とA

pproved P
ersons

制
度
（
藤
川
）

（
六
七
三
）

英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
とA

pproved Persons

制
度

│
域
外
適
用
と
金
融
機
関
の
リ
ス
ク
ガ
バ
ナ
ン
ス
な
ら
び
に
監
査
等
委
員
会
制
度
な
ど
の
接
点

│

藤　
　

川　
　

信　
　

夫

〈
目
次
〉

は
じ
め
に

第
一
章　

英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
と
金
融
法
制
の
接
点

第
二
章　

日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
考
察

　

1
．
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
と
企
業
価
値
向
上

　

2
．
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
概
要

第
三
章　

ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
とA

pproved persons

に
係
る
考
察

　

1
．
英
国
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
とA

pproved persons

　

2
．
英
国
の
金
融
機
関
現
地
法
人
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
係
る
理
論
と
実
践

四
一
五



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
六
七
四
）

　

3  

．A
pproved P

ersons

な
ら
び
に
リ
ス
ク
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
金
融
犯
罪

　
　

│
三
つ
の
防
衛
線
モ
デ
ル
、
最
近
の
金
融
犯
罪
摘
発
事
案
と
域
外
適
用
リ
ス
ク
お
よ
び
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
│

　

4
．A

pproved P
ersons

規
定
と
通
常
監
督
│
内
部
統
制
と
行
動
規
範
│

　

5
．
三
つ
の
防
衛
線
モ
デ
ル
の
理
論
と
実
際

第
四
章　

ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
お
よ
び
行
動
原
則
と
数
値
規
制
、
リ
ス
ク
管
理
と
内
部
監
査

　

1
．
行
動
原
則
な
ら
び
に
数
値
規
制
│
二
〇
一
四
年
三
月
の
新
Ｆ
Ｃ
Ａ
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
│

　

2
．
英
国
金
融
法
制
の
リ
ス
ク
管
理
と
内
部
監
査
の
要
諦

　

3
．
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
と
金
融
規
制
の
交
錯

　

4
．
英
国
金
融
法
制
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
我
が
国
金
融
規
制
の
比
較

第
五
章　

A
pproved persons

と
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
域
外
適
用
リ
ス
ク
等
の
試
論

　
　
　

│
恣
意
性
な
ら
び
に
国
際
私
法
の
規
律
│

　

1
．A

pproved persons
と
Ｆ
Ｃ
Ａ
規
制
│
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
適
用
│

　

2
．M

itsui S
um
itom
o Insurance C

om
pany 

（E
urope

） L
td

の
事
件
か
ら
考
え
ら
れ
る
こ
と

　

3
．S
tandard B

ank

事
件
に
つ
い
て

　

4
．A
pproved person

事
項
と
Ｆ
Ｓ
Ａ
原
則

　

5
．A

pproved persons

の
対
象
の
考
察

　

6
．
コ
ー
ド
適
用
の
交
錯
と
域
外
適
用
の
影
響
な
ら
び
に
国
際
私
法
規
律
│
多
重
・
重
畳
適
用
リ
ス
ク
な
ど
│

第
六
章　

A
pproved P

ersons

と
非
業
務
執
行
取
締
役
、
会
社
法
と
金
融
商
品
取
引
法
の
調
整

　

1
．A

pproved P
ersons

と
非
業
務
執
行
取
締
役

　

2
．
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
と
会
社
法
な
ら
び
に
金
融
商
品
取
引
法
の
調
整

第
七
章　

A
pproved P

ersons

と
利
益
相
反
な
ら
び
に
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社

四
一
六



英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
とA

pproved P
ersons

制
度
（
藤
川
）

（
六
七
五
）

　

1
．
英
国
型
ガ
バ
ナ
ン
ス
モ
デ
ル
と
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー

　

2
．
利
益
相
反
モ
デ
ル
とA

pproved P
ersons

な
ら
び
に
域
外
適
用

第
八
章　

A
pproved P

ersons

制
度
の
展
望
お
よ
び
コ
ー
ド
と
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ン
バ
ー
ジ
ェ
ン
ス

　

1
．A

pproved P
ersons

制
度
の
展
望

　

2
．
日
本
版
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
策
定

　

3
．
英
国
会
社
法
一
七
二
条
の
一
般
的
義
務
と
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ン
バ
ー
ジ
ェ
ン
ス

　

4
．
コ
ー
ド
と
法
制
改
革
の
ジ
レ
ン
マ
な
ら
び
に
モ
ラ
ル
形
成

は
じ
め
に

金
融
危
機
後
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
善
策
の
一
環
と
し
て
英
国
で
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
が
策
定
さ
れ
、
我
が

国
で
も
経
済
成
長
戦
略
の
一
環
と
し
て
導
入
が
予
定
さ
れ
る
。
英
国
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
か
ら
派
生
し
た
ソ
フ
ト

ロ
ー
と
い
え
る
が
、
国
際
金
融
法
制
と
の
接
点
と
も
な
ろ
う
。
一
方
、
我
が
国
で
は
二
〇
一
四
年
六
月
二
〇
日
会
社
法
改
正
案
が
成
立
し
、

ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
わ
る
論
点
が
そ
の
中
心
を
な
し
て
い
る
。
監
査
等
委
員
会
制
度
に
関
し
て
は
経
営
・
戦
略
面
か
ら
積
極
的
な
活
用
を
唱

え
る
向
き
も
あ
る
。
会
社
法
改
正
と
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
導
入
を
並
行
し
て
我
が
国
に
お
け
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
が

進
め
ら
れ
、
日
本
版
コ
ー
ド
の
法
的
検
討
な
ど
論
点
と
な
る
。
本
稿
は
主
と
し
てA

pproved P
ersons

制
度
に
焦
点
を
当
て
、
英
国

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
と
合
わ
せ
て
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
を
検
討
し
、
域
外
適
用
と
金
融
機
関
の
ガ
バ
ナ

ン
ス
、
監
査
等
委
員
会
制
度
の
接
点
等
に
つ
い
て
、
現
地
法
人
の
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
調
査
を
基
に
考
察
を
図
っ
た
も
の
で
あ
る
。
国
際
経
営
・

組
織
法
の
大
き
な
枠
組
み
の
下
で
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
内
部
統
制
等
を
含
め
た
ガ
バ
ナ
ン
ス
法
制
と
国
際
金
融
法
制
に
関
わ
る
理
論
と

四
一
七



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
六
七
六
）

実
践
の
包
括
的
か
つ
統
一
的
な
俯
瞰
を
試
み
る
。

第
一
章　

英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
と
金
融
法
制
の
接
点

英
国
財
務
報
告
評
議
会
（F

inancial R
eporting C

ouncil F
R
C

）
に
よ
る
英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
（T

he U
K
 S
tew
ardship 

C
ode

）
は
（
1
）

、
Ｆ
Ｒ
Ｃ
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
（U

K
 C
orporate G

overnance C
ode （2

）
）
を
前
提
に
そ
れ
を
支
え
る
役
割

を
担
う
（
3
）

。
英
国
で
は
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
に
初
期
段
階
か
ら
機
関
投
資
家
が
関
与
し
、
一
九
九
二
年
の
キ
ャ
ド
バ

リ
ー
、
グ
リ
ー
ン
ブ
リ
ー
、
ハ
ン
ペ
ル
各
委
員
会
の
報
告
書
を
統
合
し
て
一
九
九
八
年
統
合
規
範
が
公
表
さ
れ
上
場
規
則
に
も
採
用
さ
れ

る
。
二
〇
一
〇
年
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
か
ら
分
離
す
る
形
で
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
が
策
定
さ
れ
（
二
〇
一
二

年
改
正
）、
一
方
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
は
二
〇
一
〇
年
提
示
、
二
〇
一
二
年
改
正
を
経
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

二
〇
〇
八
年
米
国
発
の
金
融
危
機
を
契
機
に
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
お
け
る
機
関
投
資
家
の
役
割
、
責
任
の
重
要
性
が
再
認

識
さ
れ
、
二
〇
〇
九
年
ウ
ォ
ー
カ
ー
・
レ
ビ
ュ
ー
で
機
関
投
資
家
の
た
め
の
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
を
策
定
す
る
べ
き
こ
と
が

勧
告
さ
れ
た
。
世
界
的
に
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
採
用
を
表
明
し
た
機
関
投
資
家
・
国
数
が
増
加
し
、
コ
ー
ド
の
対
応
方
法
・

方
針
を
表
明
す
る
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
の
内
容
に
つ
い
て
、
各
機
関
の
品
質
の
差
の
拡
大
が
新
た
な
課
題
と
な
る
。

第
二
章　

日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
考
察

1
．
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
と
企
業
価
値
向
上

日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
は
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
の
成
長
戦
略
に
位
置
付
け
ら
れ
、
会
社
法
改
正
と
合
わ
せ
て
我
が
国
企
業

四
一
八



英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
とA

pproved P
ersons

制
度
（
藤
川
）

（
六
七
七
）

の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
の
両
輪
と
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
日
本
再
興
戦
略
（
二
〇
一
三
年
六
月
）
で
は
株
式
の
長
期
投

資
に
お
け
る
リ
タ
ー
ン
向
上
の
方
策
等
に
係
る
横
断
的
課
題
の
問
題
意
識
と
共
に
企
業
価
値
向
上
、
経
済
活
性
化
の
期
待
が
示
さ
れ
る
（
4
）

。

2
．
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
概
要

⑴　

日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
策
定

二
〇
一
四
年
二
月
二
六
日
金
融
庁
に
よ
り
策
定
・
公
表
さ
れ
た
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
七
原
則
を
掲
げ
る
（
5
）

。

1
．
機
関
投
資
家
は
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
責
任
を
果
た
す
た
め
の
明
確
な
方
針
を
策
定
し
、
こ
れ
を
公
表
す
べ
き
で
あ
る
。

2
．
機
関
投
資
家
は
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
責
任
を
果
た
す
上
で
管
理
す
べ
き
利
益
相
反
に
つ
い
て
、
明
確
な
方
針
を
策
定
し
、
こ
れ

を
公
表
す
べ
き
で
あ
る
。

3
．
機
関
投
資
家
は
、
投
資
先
企
業
の
持
続
的
成
長
に
向
け
て
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
責
任
を
適
切
に
果
た
す
た
め
、
当
該
企
業
の
状
況

を
的
確
に
把
握
す
べ
き
で
あ
る
。

4
．
機
関
投
資
家
は
、
投
資
先
企
業
と
の
建
設
的
な
「
目
的
を
持
っ
た
対
話
」
を
通
じ
て
、
投
資
先
企
業
と
認
識
の
共
有
を
図
る
と
と
も

に
、
問
題
の
改
善
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
。

5
．
機
関
投
資
家
は
、
議
決
権
の
行
使
と
行
使
結
果
の
公
表
に
つ
い
て
明
確
な
方
針
を
持
つ
と
と
も
に
、
議
決
権
行
使
の
方
針
に
つ
い
て

は
、
単
に
形
式
的
な
判
断
基
準
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
く
、
投
資
先
企
業
の
持
続
的
成
長
に
資
す
る
も
の
と
な
る
よ
う
工
夫
す
べ
き
で

あ
る
。

6
．
機
関
投
資
家
は
、
議
決
権
の
行
使
も
含
め
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
責
任
を
ど
の
よ
う
に
果
た
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、
原
則
と

し
て
、
顧
客
・
受
益
者
に
対
し
て
定
期
的
に
報
告
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。

四
一
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
六
七
八
）

7
．
機
関
投
資
家
は
、
投
資
先
企
業
の
持
続
的
成
長
に
資
す
る
よ
う
、
投
資
先
企
業
や
そ
の
事
業
環
境
等
に
関
す
る
深
い
理
解
に
基
づ
き
、

当
該
企
業
と
の
対
話
や
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
活
動
に
伴
う
判
断
を
適
切
に
行
う
た
め
の
実
力
を
備
え
る
べ
き
で
あ
る
。

大
半
の
原
則
は
英
国
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
に
基
づ
く
が
、
原
則
三
は
日
本
版
で
策
定
さ
れ
、
原
則
七
も
独
自
の
も
の
と

み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

⑵　

ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
責
任
の
意
義
と
問
題
点

ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
責
任
は
機
関
投
資
家
が
投
資
先
の
日
本
企
業
、
事
業
環
境
等
に
関
す
る
深
い
理
解
に
基
づ
く
建
設
的
目
的
を

持
っ
た
対
話
（
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
）
等
を
通
じ
て
企
業
価
値
向
上
、
持
続
的
成
長
を
促
す
こ
と
で
顧
客
・
受
益
者
の
中
長
期
的
投
資
リ

タ
ー
ン
拡
大
を
図
る
責
任
を
意
味
し
、
責
任
の
内
容
、
啓
蒙
・
教
育
的
要
素
等
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
る
。
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ

プ
・
コ
ー
ド
に
つ
き
（
6
）

、
①
目
的
と
性
質
、
対
象
の
機
関
投
資
家
の
範
囲
、
②
受
託
者
責
任
（fi duciary duty

）
と
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ

の
関
係
、
②
英
国
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
と
日
本
版
コ
ー
ド
の
比
較
と
し
て
集
団
的
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
と
共
同
行
動
、
ア

セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
ャ
ー
の
内
部
統
制
に
関
す
る
保
証
報
告
、
③
プ
リ
ン
シ
プ
ル
ベ
ー
ス
とC

om
ply or explain （7

）（
遵
守
せ
よ
、
さ
も
な
け
れ

ば
説
明
せ
よ
）、
④
日
本
版
コ
ー
ド
の
法
的
論
点
、
機
関
投
資
家
の
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
の
役
割
分
担
と
コ
ス
ト
負
担
、
グ
ロ
ー
バ
ル
対
応

の
仕
様
、
④
日
本
版
コ
ー
ド
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
委
託
者
の
評
価
・
選
別
、
利
益
相
反
と
受
益
者
、
⑤
日
本
型
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
、

⑥
利
益
相
反
モ
デ
ル
と
コ
ー
ド
の
機
能
発
揮
等
、
多
く
の
問
題
点
が
検
討
さ
れ
る
。
法
的
論
点
で
は
大
量
保
有
報
告
制
度
の
重
要
提
案
行

為
と
投
資
先
企
業
の
対
話
な
ら
び
に
共
同
保
有
者
、
公
開
買
付
制
度
に
お
け
る
特
別
関
係
者
と
他
の
投
資
家
と
の
協
調
行
動
、
イ
ン
サ
イ

ダ
ー
取
引
規
制
等
に
お
け
る
未
公
表
の
重
要
事
実
の
取
扱
い
と
投
資
先
企
業
の
対
話
な
ど
が
掲
げ
ら
れ
る
（
8
）

。
紙
幅
の
制
約
も
あ
り
、
会
社

法
改
正
も
含
め
別
稿
で
考
察
の
こ
と
と
し
た
い
。

四
二
〇



英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
とA

pproved P
ersons

制
度
（
藤
川
）

（
六
七
九
）

第
三
章　

ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
とA

pproved persons

に
係
る
考
察

1
．
英
国
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
とA

pproved persons

⑴　

英
国
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド

英
国
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
に
関
し
て
、
英
国
金
融
改
革
法
制
と
コ
ー
ド
の
展
開
な
ら
び
に
実
際
、
我
が
国
の
相
似

点
な
ど
を
中
心
に
本
邦
進
出
企
業
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
、
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
新
た
な
実
践
を
探
り
た
い
。
二
〇
一
〇
年
に
分
離
さ
れ
た

ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
と
の
一
体
的
考
察
が
欠
か
せ
な
い
。
二
〇
〇
八
年
金
融
危
機
後
、
二
〇
〇
九
年
一
一
月
英
国
銀
行
業
界

の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト 

ガ
バ
ナ
ン
ス
見
直
し
の
最
終
提
案
書
で
あ
る
ウ
ォ
ー
カ
ー
・
レ
ビ
ュ
ー
（W

alker R
eview

）
が
出
さ
れ
、B

oard

（
取

締
役
会
）
の
強
化
を
図
る
場
合
、
発
達
し
た
金
融
技
術
が
理
解
で
き
る
人
材
を
登
用
し
、B

oard m
enber

（
取
締
役
）
が
理
解
で
き
る
情

報
（M

anagem
ent Inform

ation

）
をB
oard
に
挙
げ
て
い
く
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
お
り
、
後
述
のA

pproved persons

規
制
に
繋
が
る
も

の
で
あ
る
。
英
国
金
融
シ
テ
ィ
地
区
の
本
邦
銀
行
の
現
地
法
人
が
、
規
制
に
い
か
に
対
処
・
呻
吟
し
つ
つ
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実
践
を
図
っ
て

い
る
か
、
と
の
問
題
意
識
の
下
に
二
〇
一
四
年
三
月L

ondon

現
地
法
人
の
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
調
査
を
実
施
し
た
（
9
）

。
英
国
の
二
つ
の
コ
ー
ド
等

に
関
す
る
論
稿
は
存
在
す
る
が
、A

pproved P
ersons

な
ど
最
新
の
議
論
を
踏
ま
え
て
適
用
・
運
用
の
実
際
な
ど
金
融
機
関
の
実
践
に

つ
い
て
考
察
し
、
論
文
と
し
て
取
り
ま
と
め
た
点
に
本
稿
の
独
創
性
、
価
値
が
あ
る
と
信
ず
る
。

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
は
、
直
近
で
は
英
国
Ｆ
Ｒ
Ｃ
か
ら
二
〇
一
二
年
九
月
改
訂
版
コ
ー
ド
が
発
出
さ
れ
（
10
）

、B
oard

の
強
化
に
つ
き
、
①N

on E
xecutive D

irector

（
非
業
務
執
行
取
締
役
）
の
強
化
、C

hairm
an L

eadership

な
ど
上
場
企
業
向
け
の

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
あ
り
方
を
示
し
て
い
る
。
②
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
つ
き
、B

oard

の
中
にR

isk M
anagem

ent 

四
二
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
六
八
〇
）

C
om
m
ittee

（
リ
ス
ク
委
員
会
）
を
置
き
、
Ｃ
Ｒ
Ｏ
（C

hief R
isk O

ffi  cer

）
を
独
立
の
立
場
で
担
当
さ
せ
、A

udit C
om
m
ittee

（
監
査
委
員

会
）
は
分
離
す
る
。
更
にInternal A

udit

（
内
部
監
査
）
を
担
う
セ
ク
シ
ョ
ン
の
あ
り
方
が
議
論
と
な
り
、
別
途
ガ
イ
ダ
ン
ス
が
発
出
さ

れ
、A

udit C
om
m
ittee

、R
isk M

anagem
ent C

om
m
ittee

、Internal A
udit

の
三
つ
は
各
々
分
離
し
て
設
置
す
る
。
ウ
ォ
ー
カ
ー
・

レ
ビ
ュ
ー
（
11
）

は
提
言
に
止
ま
っ
た
が
、
Ｆ
Ｓ
Ａ
（
英
国
金
融
サ
ー
ビ
ス
機
構 F

inancial S
ervices A

uthority

）
が
ル
ー
ル
・
ブ
ッ
ク
で
あ
る

F
S
A
 H
andbook

で
詳
細
に
ル
ー
ル
化
し
、
実
践
に
移
し
た
も
の
で
あ
る
。F

S
A
 H
andbook

の
基
本
規
準
は
Ｆ
Ｓ
Ａ
の
プ
リ
ン
シ
プ
ル

ベ
ー
ス
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
依
拠
し
、
行
為
規
制
（C

onduct

）、
数
値
規
制
（P

rudencial

）
か
ら
な
る
。
Ｆ
Ｓ
Ａ
の
プ
リ
ン
シ
プ
ル
ベ
ー
ス

は
規
制
に
よ
り
消
費
者
が
享
受
し
得
る
便
益
・
効
果
を
規
制
の
結
果
と
し
て
達
成
す
る
こ
と
を
金
融
機
関
に
求
め
る
結
果
ア
プ
ロ
ー
チ
を

特
徴
と
し
、
金
融
機
関
は
Ｆ
Ｓ
Ａ
の
示
す
規
制
の
結
果
を
踏
ま
え
、
自
主
的
な
対
応
が
求
め
ら
れ
る
。

⑵　

FSA
 H
andbook

の
行
為
規
制

行
為
規
制
に
つ
き
、
組
織
の
あ
り
方
と
し
て
、F

S
A
 H
andbook

に
お
い
て
内
部
統
制
（S

ystem
 and C

ontrol

）
に
関
し
詳
細
に
記
載

さ
れ
る
。R

isk C
ontrol

、C
hairm

an

（
取
締
役
会
議
長
）
の
役
割
、
Ｃ
Ｅ
Ｏ
の
役
割
が
記
さ
れ
、
ウ
ォ
ー
カ
ー
・
レ
ビ
ュ
ー
の
成
果
物
を

示
す
形
と
な
り
、
Ｆ
Ｓ
Ａ
傘
下
の
金
融
機
関
は
こ
の
精
神
に
従
う
。
Ｆ
Ｓ
Ａ
は
二
〇
一
三
年
四
月
ツ
イ
ン
ピ
ー
ク
ス
体
制
と
し
て
金
融
行

為
監
督
機
構
（F

C
A
 F
inancial C

onduct A
uthority

）、
健
全
性
監
督
機
構
（P

R
A
 P
rudencial R

egulatory A
uthority

）
に
分
割
さ
れ
、

Ｆ
Ｃ
Ａ
が
投
資
会
社
、
取
引
所
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
業
者
、
保
険
ブ
ロ
ー
カ
ー
、
資
産
運
用
会
社
等
の
健
全
性
規
制
と
行
為
規
制
を
担
い
、

Ｐ
Ｒ
Ａ
は
健
全
性
監
督
上
重
要
な
金
融
機
関
（
預
金
取
扱
機
関
、
保
険
会
社
、
主
要
投
資
会
社
）
の
健
全
性
規
制
を
担
う
（
12
）

。
金
融
監
督
手
法
と

し
て
は
預
金
、
株
式
な
ど
業
務
の
種
類
毎
に
分
類
し
（R

egulational A
ctivity

）、
行
為
規
制
の
監
督
機
能
は
Ｆ
Ｃ
Ａ
に
お
い
て
全
金
融
機

関
を
対
象
に
一
括
し
て
担
い
、
健
全
性
規
制
は
Ｆ
Ｃ
Ａ
、
Ｐ
Ｒ
Ａ
が
分
掌
す
る
。

四
二
二



英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
とA

pproved P
ersons

制
度
（
藤
川
）

（
六
八
一
）

⑶　
A
pproved Persons

制
度
と
金
融
危
機
の
接
点

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実
践
に
つ
い
て
、
ウ
ォ
ー
カ
ー
・
レ
ビ
ュ
ー
は
リ
ス
ク
機
能
（R

isk F
unction role

）、
取
締
役
会
議

長
の
役
割
（C

hairm
an role

）
な
ど
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
機
能
（C

ontrol F
unction

）
を
細
分
化
し
、
枠
組
み
を
用
意
し
て
い
る
。
ウ
ォ
ー

カ
ー
・
レ
ビ
ュ
ー
で
はC

onsultation paper

は
発
出
さ
れ
た
も
の
の
法
的
な
強
制
力
を
持
た
ず
、
精
神
的
な
枠
組
み
に
止
ま
り
（
13
）

、
内
容

面
を
補
完
す
る
意
味
合
い
か
ら
、
行
為
規
制
に
お
い
て
Ｃ
Ｅ
Ｏ
（
最
高
業
務
執
行
責
任
者
）、C

haim
an

な
どkey person

は
Ｆ
Ｃ
Ａ
の
個

別
承
認
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
さ
れ
た
（A

pproved P
ersons

）。
個
人
的
資
質
を
問
わ
れ
、
形
式
面
で
な
く
実
質
的
な
内
容
を
求

め
ら
れ
る
。
本
社
の
論
行
行
賞
に
よ
る
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
人
事
・
派
遣
で
は
承
認
さ
れ
な
い
状
況
と
な
っ
て
い
る
。

か
か
るA

pproved P
ersons

制
度
は
、
二
〇
〇
〇
年
発
効
のF

S
M
A
2000

（F
inancial S

ervices &
 M
arket A

ct 2000

）
のsection59 

を
根
拠
法
令
（
条
項
）
と
し
、
法
令
に
基
づ
き
Ｆ
Ｓ
Ａ
（
Ｆ
Ｃ
Ａ
／
Ｐ
Ｒ
Ａ
）H

andbook

に
お
い
て
詳
細
な
規
定
が
さ
れ
る
（
14
）

。
二
〇
〇
九

年
ウ
ォ
ー
カ
ー
・
レ
ビ
ュ
ー
に
お
い
てC

hairm
an

や
非
業
務
執
行
取
締
役
（
Ｎ
Ｅ
Ｄ
）
の
責
任
と
役
割
強
化
、R

isk C
om
m
ittee

設
置

な
ど
リ
ス
ク
管
理
態
勢
強
化
が
提
言
さ
れ
た
が
、
当
時
の
Ｆ
Ｓ
Ａ
は
こ
の
提
言
に
基
づ
き
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
改

訂
の
中
でA

pproved P
ersons

制
度
の
一
部
変
更
を
進
め
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
以
下
、A

pproved P
ersons

に
焦
点
を
当
て
つ
つ
、

ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
と
の
一
体
的
考
察
の
下
に
英
国
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
理
論
と
実
践
に
つ
い
て
考
察
を
進

め
た
い
。

2
．
英
国
の
金
融
機
関
現
地
法
人
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
係
る
理
論
と
実
践

D
B
J E
urope L

im
ited

を
例
に
と
る
と
、G

overnance S
tructure

と
し
て
取
締
役
会
（B

oard of D
irectors

）
に
五
名
が
お
り
、
取

締
役
会
議
長
兼
業
務
執
行
者
（C

hairm
an &

 E
xecutive D

irector

（E
xecutive C

hairm
an

））、E
xecutive D

irector

（
最
高
経
営
責
任
者

四
二
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
六
八
二
）

（C
hief E

xecutive O
ffi  cer C

E
O

）、
最
高
業
務
執
行
責
任
者
（C

hief O
perating O

ffi  cer C
O
O

））
二
名
、
非
業
務
執
行
取
締
役
（N

on 

E
xecutive D

irector N
E
D

）
二
名
と
な
っ
て
い
る
。
内
部
監
査
（Internal A
udit

）、
リ
ス
ク
委
員
会
（R

isk C
om
m
ittee

）
はB

oard of 

D
irectors

に
報
告
・
連
絡
を
行
う
。
英
国
型
モ
デ
ル
で
あ
り
、
非
業
務
執
行
取
締
役
二
名
をB

oard of D
irectors

に
配
し
て
い
る
（
15
）

。

次
にB

oard of D
irectors

の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
下
に
経
営
執
行
委
員
会
（E

xecutive C
om
m
ittee

）
が
あ
り
、E

xecutive C
hairm

an

、

Ｃ
Ｅ
Ｏ
、
Ｃ
Ｏ
Ｏ
の
三
名
で
構
成
さ
れ
る
。
Ｃ
Ｏ
Ｏ
は
Ｃ
Ｒ
Ｏ
、H

ead of P
lanning &

 G
eneral A

ff airs

、H
um
an R

esources 

O
ffi  cer

、C
om
pliance &

 M
L
R
 O
ffi  cer

を
統
括
す
る
。E
xecutive C

om
m
ittee

に
はA

dvisors

が
付
け
ら
れ
る
。

Internal A
udit

は
、D

B
J E
urope L

im
ited

の
場
合
、
通
常
の
銀
行
に
お
け
る
内
部
監
査
部
門
と
異
な
り
、
銀
行
業
務
の
内
部
検

査
で
な
く
対
外
用
と
し
て
外
部
専
門
家
に
委
託
し
て
い
る
。
今
後
業
務
増
大
の
場
合
に
は
通
常
業
務
面
の
内
部
監
査
の
処
理
も
検
討
さ
れ

よ
う
。Internal A

udit

はE
xecutive C

om
m
ittee

の
ラ
イ
ン
に
設
置
さ
れ
る
。
私
見
で
あ
る
が
、
全
体
と
し
て
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス

も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
戦
略
的
な
意
思
決
定
を
念
頭
に
置
き
、
戦
略
的
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
で
あ
る
Ｅ
Ｒ
Ｍ
（E

nterprize R
isk 

M
anagem

ent

）
の
精
神
を
重
視
し
、
多
様
な
リ
ス
ク
、
ケ
ー
ス
を
想
定
し
た
大
変
優
れ
た
経
営
組
織
モ
デ
ル
と
評
価
で
き
る
。Internal 

A
udit

機
能
に
お
け
る
人
員
の
人
事
、
報
酬
面
な
ど
の
独
立
性
の
担
保
を
図
る
こ
と
が
鍵
と
な
ろ
う
。

業
務
面
に
関
し
、H
ead of C

S
F

がC
orporate &

 S
tructured F

inance

（
Ｅ
Ｍ
Ｅ
Ａ
）、
Ｃ
Ｒ
Ｏ
がR

isk C
ontrol （16

）
とF

acility 

A
dm
inistration

、
Ｃ
Ｆ
Ｏ
がT

reasury

、B
ack O

ffi  ce

、A
ccountig &

 T
ax

、H
ead of P

lanning &
 G
eneral A

ff airs

がP
lanning

、

G
eneral A

ff airs

、H
um
an R

esources O
ffi  cer

がH
um
an R

esources
、IT

 S
ecurity O

ffi  cers

がIT
 inform

ation S
ecurity

、

C
om
pliance &

 M
L
R

（M
oney L

aundering

）O
ffi  cer

がR
egulatory &

 L
egal

の
各
機
能
を
担
当
す
る
。
マ
ネ
ー
・
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ

は
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
機
能
と
纏
め
て
、
Ｃ
Ｒ
Ｏ
と
は
切
り
離
し
単
独
の
オ
フ
ィ
サ
ー
に
担
わ
せ
て
い
る
。

四
二
四



英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
とA

pproved P
ersons

制
度
（
藤
川
）

（
六
八
三
）

3
．A

pproved P
ersons

な
ら
び
に
リ
ス
ク
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
金
融
犯
罪

　

│
三
つ
の
防
衛
線
モ
デ
ル
、
最
近
の
金
融
犯
罪
摘
発
事
案
と
域
外
適
用
リ
ス
ク
お
よ
び
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
│

⑴　

リ
ス
ク
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
三
つ
の
防
衛
線
モ
デ
ル

英
国
に
お
け
る
金
融
監
督
の
テ
ー
マ
は
、
リ
ス
ク
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
（R

isk C
ontrol

）
と
金
融
犯
罪
（F

inancial C
rim
e

）
に
大
別
さ
れ
、

監
督
の
相
違
等
に
つ
い
て
述
べ
る
。
リ
ス
ク
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
つ
い
て
は
、
三
つ
の
防
衛
線
モ
デ
ル
（the three lines of defence 

m
odel （17

）
）
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
第
一
の
防
衛
線
は
業
務
管
理
（operational m

anagem
ent

）、
第
二
の
防
衛
線
は
リ
ス
ク
管
理
部
門
、
コ
ン

プ
ラ
イ
ア
ン
ス
部
門
お
よ
び
そ
の
他
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
部
門
、
第
三
の
防
衛
線
は
内
部
監
査
部
門
と
な
る
。
三
つ
の
防
衛
線
モ
デ
ル
に
つ

き
、D

B
J E
urope L

im
ited

の
場
合
、
具
体
的
に
第
一
の
防
衛
線
は
営
業
、
Ｉ
Ｔ
な
ど
各
現
場
で
あ
り
、
自
己
判
断
に
よ
り
リ
ス
ク
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
を
行
う
。
第
二
の
防
衛
線
は
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
部
門
で
あ
る
。
第
三
の
防
衛
線
は
内
部
監
査

（Internal A
udit

）
部
門
で
あ
る
が
、
大
規
模
銀
行
の
場
合
は
内
製
化
し
て
一
〇
〇
人
規
模
の
体
制
を
備
え
て
い
る
も
の
の
、
少
人
数
の
場

合
は
外
注
化
す
る
こ
と
が
多
い
。

⑵　

A
pproved Persons

な
ら
び
に
リ
ス
ク
許
容
度
と
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス

　

│
第
二
の
防
衛
線
、
二
〇
〇
七
年
資
金
洗
浄
規
則
と
最
近
の
摘
発
事
案
の
考
察
│

リ
ス
ク
許
容
度
（risk tolelance

）
と
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
関
連
が
問
題
と
な
る
。
私
見
で
あ
る
が
、
銀
行
経
営
・
監
督
の
現
場
で

リ
ス
ク
管
理
と
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
が
融
合
化
し
、
境
界
線
が
不
明
確
に
な
っ
て
き
つ
つ
あ
る
一
例
と
も
い
え
る
。
Ｆ
Ｓ
Ａ
（
英
国
金
融

サ
ー
ビ
ス
機
構
）、
分
割
後
の
Ｆ
Ｃ
Ａ
（
金
融
行
為
監
督
機
構
）
が
監
督
官
庁
と
し
て
銀
行
検
査
に
入
る
場
合
、
検
査
対
象
・
要
求
資
料
は
、

イ
リ
ス
ク
・
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
（R

isk M
atrix

）、
ロ
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
二
つ
で
あ
る
。

四
二
五



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
六
八
四
）

イ　

リ
ス
ク
・
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
とA

pproved P
ersons

│
リ
ス
ク
許
容
度
、M
itsui S

um
itom
o Insurance C

om
pany 

（E
urope

）

（8 M
ay 2012

）
事
件
│

イ
で
は
、
リ
ス
ク
許
容
度
の
存
在
を
前
提
に
、
当
該
金
融
機
関
に
お
い
て
潜
在
的
リ
ス
ク
は
何
か
を
英
国
に
お
け
る
金
融
機
関
の
監
督

手
法
で
あ
る
Ａ
Ｒ
Ｒ
Ｏ
Ｗ
（A

dvanced R
isk R

esponsive O
perating F

ram
ew
ork

）
の
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
・
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
に
従

い
監
督
当
局
に
説
明
す
る
こ
と
に
な
る
。
Ｆ
Ｓ
Ａ
に
お
い
て
リ
ス
ク
・
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
（
18
）

が
近
年
問
題
と
な
っ
た
公
表
事
案
に
、
我
が
国
損

害
保
険
大
手
の
現
地
法
人M

itsui S
um
itom
o Insurance C

om
pany 

（E
urope

）（8 M
ay 2012

）
事
件
が
あ
る
（
19
）

。
ド
イ
ツ
の
新
ビ
ジ
ネ
ス

分
野
へ
の
業
務
拡
大
に
関
し
て
適
切
な
内
部
統
制
が
と
れ
て
お
ら
ず
、
Ｆ
Ｓ
Ａ
プ
リ
ン
シ
プ
ル
原
則
三
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
で
、
リ
ス

ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
体
制
の
構
築
不
備
を
理
由
に
現
地
法
人
Ｃ
Ｅ
Ｏ
に
三
、三
四
五
、〇
〇
〇
ポ
ン
ド
（
約
六
億
円
）
の
罰
金
が
科
せ
ら
れ
た
。

理
由
の
中
で
、
日
本
の
論
功
行
賞
的
な
人
事
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
り
現
地
法
人
の
経
営
ト
ッ
プ
が
任
命
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
適
切
な
人

材
配
置
が
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、B

oard

に
よ
る
ビ
ジ
ネ
ス
戦
略
面
の
監
視
を
問
題
と
す
る
点
で
Ｅ
Ｒ
Ｍ
（
戦
略
的
リ
ス
ク

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
）
の
視
点
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
Ｃ
Ｅ
Ｏ
な
ど
の
交
代
時
に
英
語
力
、
担
当
職
の
役
割
を
こ
な
せ
る
能
力
を

身
に
つ
け
た
人
材
か
ど
う
か
、
書
類
審
査
、
個
別
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
（
審
査
側
は
三
│
四
人
、
一
・
五
時
間
）
に
よ
り
監
督
当
局
が
認
め
た
人
物

（A
pproved P

ersons

）
で
な
い
と
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
（
20
）

、A
pproved P

ersons

制
度
の
適
用
事
案
と
し
て
、
英
国
進
出
の
邦
銀

に
と
り
人
事
上
の
大
き
な
脅
威
と
な
っ
て
き
た
と
さ
れ
る
。

ロ　

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
│
金
融
犯
罪
、S

tandard B
ank

（22 January 2014

）
事
件
の
考
察
│

ロ
で
は
、
違
法
性
と
し
て
リ
ス
ク
許
容
度
は
存
在
せ
ず
、
遵
守
す
べ
き
規
制
も
多
く
な
り
、
リ
ス
ク
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
仕
方
を
対
象
業

務
と
対
処
方
法
の
リ
ス
ト
に
従
い
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
側
が
当
局
に
説
明
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
金
融
犯
罪
（F

inancial C
rim
e

）
に
つ

四
二
六



英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
とA

pproved P
ersons

制
度
（
藤
川
）

（
六
八
五
）

い
て
は
マ
ネ
ー
・
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
、
テ
ロ
リ
ス
ト
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
（
活
動
資
金
）、U
K
 B
ribry A

ct of 2010

（
英
国
賄
賂
防
止
法
）
の

三
つ
が
当
該
分
野
に
包
含
さ
れ
る
。
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
に
対
処
す
る
た
め
の
リ
ス
ク
の
洗
い
出
し
と
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
問
題
と
な
る
。

マ
ネ
ー
・
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
に
つ
き
英
国
に
は
我
が
国
に
は
な
い
規
制
が
存
在
し
、
司
法
省
・
警
察
が
所
管
す
る
が
、
金
融
機
関
が
「
無
償

の
警
察
官
」
と
し
て
疑
わ
し
い
取
引
に
関
し
て
は
自
発
的
に
顧
客
デ
ュ
ー
デ
リ
ジ
ェ
ン
ス
を
行
い
、
当
局
へ
報
告
す
る
必
要
が
あ
り
、
怠

る
と
両
罰
規
定
に
よ
り
金
融
機
関
の
経
営
陣
個
人
も
刑
事
罰
の
対
象
と
な
る
。
私
見
で
あ
る
が
、
疑
わ
し
い
と
思
わ
れ
る
取
引
に
対
す
る

事
前
予
防
体
制
の
内
部
統
制
構
築
と
両
罰
規
定
の
組
み
合
わ
せ
と
い
う
構
図
は
、
米
国
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
（T

he F
oreign C

orrupt P
ractices A

ct 

of 1977

）
な
ど
海
外
汚
職
行
為
防
止
法
等
と
も
共
通
す
る
。

英
国
で
は
二
〇
〇
七
年
資
金
洗
浄
規
則
（M
oney L

aundering R
egulation 2007 M

L
R
2007 （21

）
）
に
お
い
て
、
①
法
人
顧
客
の
真
の
受
益
者

の
確
認
義
務
に
つ
い
て
規
定
さ
れ
、
②
継
続
的
な
顧
客
管
理
に
関
す
る
義
務
も
定
め
ら
れ
る
（M

L
R
2007 

規
則
八
）。
①
に
つ
い
て
、
真

の
受
益
者
の
確
認
が
必
要
と
な
る
。
取
引
の
類
型
な
ど
に
つ
き
、
金
融
機
関
は
以
下
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
真
の
受
益
者
の
確

認
を
含
む
顧
客
デ
ュ
ー
デ
リ
ジ
ェ
ン
ス
を
自
ら
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（M

L
R
2007 

規
則
七
⑴
）。
⒜
継
続
的
な
取
引
を
開
始
す
る
場

合
、
⒝
臨
時
の
取
引
を
実
行
す
る
場
合
、
⒞
資
金
洗
浄
や
テ
ロ
リ
ス
ト
の
資
金
調
達
が
疑
わ
れ
る
場
合
、
⒟
過
去
に
お
い
て
顧
客
特
定
や

照
合
に
用
い
た
情
報
に
つ
い
て
、
正
確
性
や
適
切
性
が
疑
わ
れ
る
場
合
。
リ
ス
ク
ベ
ー
ス
・
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
り
、
顧
客
が
例
外
事
由
に

該
当
す
る
と
信
じ
る
に
足
る
合
理
的
根
拠
が
あ
る
場
合
は
金
融
機
関
に
対
し
顧
客
デ
ュ
ー
デ
リ
ジ
ェ
ン
ス
は
要
求
さ
れ
な
い
が
、
資
金
洗

浄
や
テ
ロ
資
金
供
与
の
疑
い
の
あ
る
場
合
は
除
か
れ
る
（M

L
R
2007 

規
則
一
三
⑴
）。
罰
則
と
し
て
両
罰
規
定
で
あ
り
、
金
融
機
関
が
「
真

の
受
益
者
」
の
確
認
を
含
め
た
顧
客
デ
ュ
ー
デ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
実
施
に
係
る
義
務
（M

L
R
2007

規
則
七
⑴
）
に
違
反
し
た
場
合
、
監
督
機

関
（
Ｆ
Ｓ
Ａ
）
は
適
正
と
考
え
る
金
額
の
罰
金
（civil penalties

）
を
課
す
こ
と
が
で
き
る
（M

L
R
2007 

規
則
四
二
⑴
）。
当
該
義
務
違
反
は

四
二
七



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
六
八
六
）

以
下
の
刑
事
罰
の
対
象
に
も
な
る
（M

L
R
2007 

規
則
四
五
⑴
）。
⒜
即
決
裁
判
に
よ
り
法
定
上
限
以
内
の
罰
金
、
⒝
陪
審
裁
判
に
よ
り
二
年

以
下
の
禁
固
ま
た
は
罰
金
、
あ
る
い
は
両
方
。
会
社
法
人
で
あ
る
金
融
機
関
に
よ
る
違
反
の
場
合
、
当
該
違
反
が
当
該
金
融
機
関
の
役
員

（offi  cer
）
の
同
意
ま
た
は
黙
認
の
下
に
行
わ
れ
た
も
の
、
あ
る
い
は
当
該
役
員
の
怠
慢
に
帰
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
場
合
は
当
該
役
員
も

刑
事
罰
の
対
象
と
な
る
（M

L
R
2007 

規
則
四
七
⑴
）。

マ
ネ
ー
・
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
に
関
連
し
、
Ｆ
Ｃ
Ａ
に
よ
る
金
融
検
査
が
行
わ
れ
罰
金
が
課
さ
れ
た
最
近
の
公
表
事
案
と
し
て
、
南
ア
フ
リ

カ
に
本
社
を
置
くS

tandard B
ank

（22 January 2014

）
事
件
が
あ
る
（
22
）

。
金
融
犯
罪
防
止
の
た
め
の
内
部
統
制
構
築
が
さ
れ
て
い
な
い
こ

と
でM

oney L
aundering R

egulation 20

（1

）
違
反
の
指
摘
を
受
け
、
七
、六
四
〇
、四
〇
〇
ポ
ン
ド
（
約
一
四
億
円
）
の
罰
金
を
科
さ
れ

た
。
金
融
機
関
は
事
前
予
防
体
制
整
備
が
求
め
ら
れ
、
整
備
・
構
築
の
不
備
の
み
で
処
罰
さ
れ
る
点
で
英
国
賄
賂
防
止
法
と
共
通
す
る
が
、

英
国
賄
賂
防
止
法
で
は
実
際
に
汚
職
行
為
の
事
案
が
生
じ
て
初
め
て
内
部
統
制
の
不
備
が
問
題
と
な
る
が
、
マ
ネ
ー
・
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
の

場
合
は
事
件
が
勃
発
し
な
く
て
も
不
備
が
指
摘
さ
れ
る
。

⑶　

内
部
監
査
と
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
│
第
三
の
防
衛
線
│

第
二
の
防
衛
線
に
続
き
、
第
三
の
防
衛
線
と
し
て
内
部
監
査
（Internal A

udit

）
の
機
能
が
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
お
い
て
重
要
と

な
る
（
23
）

。
英
国
内
部
監
査
協
会
（C

harted Institute of Internal A
uditors

）
が
二
〇
一
三
年
六
月
金
融
機
関
向
け
指
針
（E

ff ective Internal 

A
udit in the F

inancial S
ervices S

ector, R
ecom

m
endations from

 the C
om
m
ittee on Internal A

udit G
uidance for F

inancial S
ervices

）

を
発
出
し
、
当
該
分
野
に
つ
き
理
解
が
で
き
る
独
立
し
た
内
部
監
査
人
に
よ
り
情
報
提
供
が
な
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
規
定
し
（
24
）

、
英
国

Ｆ
Ｃ
Ａ
の
監
督
ア
プ
ロ
ー
チ
も
内
部
監
査
重
視
に
変
容
し
つ
つ
あ
る
。
特
に
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
に
関
す
る
監
査
委
員
会
監
査

が
金
融
機
関
に
お
い
て
は
現
下
の
ホ
ッ
ト
イ
ッ
シ
ュ
ー
と
な
っ
て
お
り
、
四
大
会
計
事
務
所
の
人
材
も
ウ
ォ
ー
カ
ー
・
レ
ビ
ュ
ー
発
出
時

四
二
八



英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
とA

pproved P
ersons

制
度
（
藤
川
）

（
六
八
七
）

期
は
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
向
け
、
一
方
現
在
は
内
部
監
査
に
向
け
て
、
異
動
・
転
出
が
み
ら
れ
る
。
英
国
Ｆ
Ｃ
Ａ
は
最
後
の
第
三
の

防
衛
線
も
重
視
し
、
直
接
チ
ェ
ッ
ク
を
行
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
（
25
）

。
ま
た
プ
リ
ン
シ
プ
ル
ベ
ー
ス
の
考
え
方
か
ら
Ｆ
Ｃ
Ａ
は
ガ
イ
ダ
ン
ス

を
発
出
す
る
の
み
で
、
新
設
さ
れ
た
ガ
イ
ダ
ン
ス
規
定
の
個
別
金
融
機
関
の
組
織
等
へ
の
落
と
し
込
み
作
業
は
大
手
会
計
事
務
所
が
担
う

こ
と
と
さ
れ
る
（
26
）

。

⑷　

金
融
犯
罪
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

金
融
犯
罪
関
連
の
監
督
に
関
し
て
、
Ｆ
Ｃ
Ａ
か
ら
二
〇
一
三
年
四
月
金
融
犯
罪
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（F

inancial crim
e: a guide for fi rm

s 

P
art1: A

 fi rm
’s guide to preventing fi nancial crim

e

、P
art 2: F

inancial crim
e them

atic review
s

）
が
発
出
さ
れ
て
い
る
（
27
）

。
金
融
犯
罪
で

は
い
ず
れ
の
類
型
も
プ
リ
ン
シ
プ
ル
ベ
ー
ス
で
あ
り
、
ガ
イ
ダ
ン
ス
発
出
に
よ
り
内
容
の
明
確
化
を
図
っ
て
い
る
。
英
国
賄
賂
防
止
法
に

関
し
て
はagent

が
多
く
用
い
ら
れ
（
28
）

、agent

に
お
け
る
責
任
、
資
金
決
済
方
法
、
身
元
照
会
等
の
リ
ス
ク
分
析
が
金
融
機
関
側
に
求
め

ら
れ
（
29
）

る
（
30
）

。
適
切
な
管
理
体
制
を
敷
き
、
問
題
発
生
時
も
親
会
社
側
の
不
正
な
意
図
が
な
い
こ
と
を
説
明
で
き
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

4
．A

pproved P
ersons

規
定
と
通
常
監
督
│
内
部
統
制
と
行
動
規
範
│

Ｆ
Ｒ
Ｃ
と
Ｐ
Ｒ
Ａ
の
分
離
独
立
に
伴
い
、F

S
A
 H
andbook

に
お
い
てT

hreshold C
onditions C

ode

（
Ｃ
Ｏ
Ｎ
Ｄ
）
が
策
定
さ
れ
、

A
pproved P

ersons

の
内
容
を
規
定
し
、
対
象
企
業
を
拘
束
す
る
。A

pproved P
ersons

に
対
す
るP

rinciples and C
ode

を
み
る

と
（
31
）

、
第
一
にP
rinciples 

と
し
て
、integrity

、
説
明
可
能
な
機
能
と
し
て
のskill

、care and diligence

、
市
場
規
範
の
遵
守
、

Ｆ
Ｃ
Ａ
・
Ｐ
Ｒ
Ａ
な
ど
規
制
機
関
と
のopen

、co-operative

なdeal
、
規
制
機
関
側
が
期
待
す
る
情
報
の
適
切
な
開
示
、
更
に
以
上
の

説
明
可
能
で
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
す
機
能
（accountable signifi cant infl uence function

）
を
実
践
す
るA

pproved P
ersons

が
ビ
ジ
ネ

ス
組
織
の
効
率
的
統
制
に
向
け
た
組
織
形
成
の
た
め
の
合
理
的
な
段
階
を
踏
ん
で
い
る
こ
と
な
ど
が
求
め
ら
れ
る
。
市
場
と
の
対
話
・
開

四
二
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
六
八
八
）

示
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
監
督
当
局
と
の
通
常
の
付
き
合
い
（deal

）、
監
督
当
局
側
が
求
め
る
適
宜
情
報
開
示
と
い
う
当
局
主
導
か
つ

日
々
の
通
常
監
督
が
重
視
さ
れ
る
（
32
）

。
第
二
に
、C

ode of P
ractice 

（
行
動
規
範
）
は
Ｆ
Ｃ
Ａ
ル
ー
ル
ブ
ッ
ク
（S

tatem
ents of P

rinciple 

and C
ode of P

ractice for A
pproved P

ersons

）
に
準
拠
し
て
い
る
（
33
）

。

英
国
賄
賂
防
止
法
で
は
事
前
予
防
の
見
地
か
ら
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
構
築
な
ど
が
求
め
ら
れ
る
が
、
金
融
犯
罪
、
イ
ン

サ
ー
ダ
ー
取
引
な
ど
に
関
し
て
は
Ｃ
Ｅ
Ｏ
、
ス
タ
ッ
フ
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
が
必
要
と
な
る
（
34
）

。
特
に
Ｃ
Ｅ
Ｏ
な
ど
他
現
地
法
人
等
の
経
営

ト
ッ
プ
に
対
し
て
新
任
着
任
時
の
事
前
研
修
な
ど
を
行
い
、
業
務
に
即
応
で
き
る
人
材
を
監
督
当
局
側
は
求
め
て
お
り
、
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ

ン
人
事
に
よ
る
人
材
が
着
任
後
に
一
定
時
間
を
か
け
て
業
務
に
キ
ャ
ッ
チ
ア
ッ
プ
す
る
こ
と
は
許
容
さ
れ
て
い
な
い
。
着
任
時
に

A
pproved P

ersons

と
し
て
Ｆ
Ｃ
Ａ
に
登
録
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
り
、
弁
護
士
事
務
所
な
ど
に
委
託
し
た
Ｃ
Ｅ
Ｏ
な
ど
の
研
修
の
内

容
は
、
金
融
犯
罪
な
ど
の
研
修
な
ら
び
にA
pproved P

ersons

の
研
修
の
二
つ
が
中
核
と
な
る
。
内
部
統
制
の
実
効
性
確
保
と
し
て
、

事
前
の
体
制
構
築
と
い
う
枠
組
み
作
り
と
共
に
、
業
務
を
担
う
Ｃ
Ｅ
Ｏ
な
ど
の
人
材
の
承
認
と
い
う
二
本
立
て
の
制
度
と
な
っ
て
い
る
。

5
．
三
つ
の
防
衛
線
モ
デ
ル
の
理
論
と
実
際

三
つ
の
防
衛
線
モ
デ
ル
の
実
際
を
現
地
法
人
（D

B
J E
ourope

）
に
お
い
て
考
察
す
る
と
（
35
）

、
第
一
の
防
衛
線
（F

irst line of defence

）
は

H
ead of C

orporate &
 S
tructured F

inance and C
F
O

（C
hief F

inancial O
ffi  cer

）、
第
二
の
防
衛
線
（S

econd line of defence

）
は

Ｃ
Ｒ
Ｏ
（C

hief R
isk O

ffi  cer, enhanced by R
isk C

om
m
ittee

）、
第
三
の
防
衛
線
（T

hird line of defence

）
は
内
部
監
査
（Internal A

udit

）

の
各
セ
ク
シ
ョ
ン
が
担
い
、
コ
ー
ド
の
内
容
に
準
拠
し
た
構
造
を
と
っ
て
い
る
。
先
ず
は
通
常
業
務
の
枠
組
み
に
よ
り
最
高
財
務
責
任
者

（
Ｃ
Ｆ
Ｏ
）
が
第
一
の
防
衛
線
と
し
て
役
割
を
果
た
す
こ
と
と
な
る
。

私
見
で
あ
る
が
、
内
部
監
査
、
リ
ス
ク
委
員
会
は
取
締
役
会
の
直
属
と
な
っ
て
お
り
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
も
利
い
て
い
る
。
リ
ス
ク
担
当
最

四
三
〇



英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
とA

pproved P
ersons

制
度
（
藤
川
）

（
六
八
九
）

高
責
任
者
はE

xecutive C
hairm

an

、
Ｃ
Ｅ
Ｏ
、
Ｃ
Ｏ
Ｏ
の
三
名
で
構
成
さ
れ
る
経
営
執
行
委
員
会
の
傘
下
に
あ
り
、
経
営
執
行
委
員

会
自
体
は
取
締
役
会
の
統
率
下
に
あ
る
こ
と
か
ら
最
終
的
に
は
取
締
役
会
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
枠
内
に
あ
る
。
別
案
と
し
て
、
経
営
執
行
に

関
す
る
第
二
の
防
衛
線
の
構
築
面
に
お
い
て
考
察
の
余
地
は
あ
ろ
う
。
Ｃ
Ｒ
Ｏ
の
独
立
性
の
担
保
と
し
て
内
部
監
査
、
リ
ス
ク
委
員
会
同

様
に
取
締
役
会
の
直
属
組
織
と
す
る
こ
と
も
想
定
さ
れ
る
。
あ
く
ま
で
も
役
員
（offi  cer

）
の
一
員
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
経
営
執
行
委
員

会
か
ら
完
全
に
切
り
離
す
こ
と
は
困
難
な
面
も
あ
ろ
う
が
、
並
行
し
て
Ｃ
Ｒ
Ｏ
の
人
事
・
報
酬
面
で
は
取
締
役
会
の
判
断
に
委
ね
る
こ
と

も
一
案
と
な
る
。
現
状
で
は
Ｃ
Ｆ
Ｏ
と
並
行
し
て
経
営
執
行
委
員
会
の
傘
下
に
あ
り
、
第
一
の
防
衛
線
と
第
二
の
防
衛
線
の
区
分
に
お
い

て
不
透
明
と
な
り
か
ね
な
い
懸
念
も
残
る
が
、
全
体
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
モ
デ
ル
の
枠
内
で
実
効
性
の
確
保
は
で
き
て
い
る
。
ま
た
第
三
の

防
衛
線
に
関
し
て
は
実
際
に
は
会
計
事
務
所
へ
外
注
し
て
お
り
、
今
後
業
務
量
・
業
容
の
増
加
・
拡
大
に
つ
れ
、
人
員
を
配
し
て
自
己
ア

セ
ス
メ
ン
ト
す
る
案
も
検
討
さ
れ
る
。
総
体
と
し
て
、
非
常
に
よ
く
配
慮
さ
れ
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
も
利
い
た
優
れ
た
精
緻
な
コ
ン
プ
ラ
イ
ア

ン
ス
・
モ
デ
ル
と
評
価
で
き
る
。

第
四
章　

ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
お
よ
び
行
動
原
則
と
数
値
規
制
、
リ
ス
ク
管
理
と
内
部
監
査

1
．
行
動
原
則
な
ら
び
に
数
値
規
制
│
二
〇
一
四
年
三
月
の
新
Ｆ
Ｃ
Ａ
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
│

ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
と
金
融
監
督
の
関
係
に
つ
き
検
討
し
た
い
。
金
融
機
関
に
お
い
て
は
、
ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
、

議
決
権
行
使
を
行
う
イ
ン
ベ
ス
ト
メ
ン
ト
・
バ
ン
ク
（
投
資
銀
行
）
な
ど
は
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
に
対
す
る
取
り
組
み
を
示

し
、
さ
ら
に
情
報
開
示
が
求
め
ら
れ
る
。

Ｆ
Ｃ
Ａ
の
金
融
機
関
に
対
す
る
規
制
・
監
督
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
大
き
く
行
為
規
制
と
数
値
規
制
（prudencial supervision

）
に
分
類
さ

四
三
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
六
九
〇
）

れ
る
。F

S
A
 H
andbook

の
行
動
原
則
（P

rinciples for B
usinesses P

R
IN

）
を
み
る
と
、
以
下
の
一
一
原
則
が
示
さ
れ
る
（
36
）

。1.Integrity

、

2.S
kill, care and diligence

、3.M
anagem

ent and control

、4. F
inancial prudence

、5.M
arket conduct

、6.C
ustom

ers ’ 

interests
、7.C

om
m
unications w

ith clients

、8.C
onfl icts of interest

、9 C
ustom

ers: relationships of trust

、10.C
lients ’ 

assets

、11.R
elations w

ith regulators

。
更
に
内
部
統
制
（S
ystem

s and C
ontrols

）
に
関
し
て
は
（
37
）

、
強
靱
な
ガ
バ
ナ
ン
ス
（robust 

governance

）、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
、
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
、
利
益
相
反
（m

anage confl icts of interest

）、
報
酬
規
制
等
を
内
容
と
し
、

近
時
の
問
題
事
案
（E

nforcem
ent exam

ples

）
が
提
示
さ
れ
て
い
る
（
38
）

。

数
値
規
制
に
関
し
てP

illars of conduct supervision

が
あ
り
、
二
〇
一
四
年
三
月
に
発
出
さ
れ
た
ば
か
り
の
新
Ｆ
Ｃ
Ａ
ガ
イ
ド

ブ
ッ
ク
（T

he F
C
A

’s A
pproach to S

upervision for C
2 fi rm

s and groups

）
に
よ
れ
ば
（
39
）

、
Ｆ
Ｃ
Ａ
の
監
督
ア
プ
ロ
ー
チ
（approach to 

supervision

）
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、4 categories of supervision

、4 categories of prudential supervision

に
分
か
れ
る
。
Ｆ
Ｃ
Ａ

のP
rudential A

pproach

（
数
値
規
制
）
と
し
て
、P

illar1. P
roactive F

irm
 S
upervision 

（F
irm
 S
ystem

atic F
ram
ew
ork

）、P
illar2. 

E
vent-driven w

ork

、P
illar3. Issues and products

（including them
atic review

s

）
の
三
つ
が
あ
（
40
）

る
（
41
）

。P
illar

（
柱
）1-3 

は
、
金
融

機
関
の
最
低
所
要
自
己
資
本
の
積
み
増
し
に
関
わ
る
数
値
規
準
で
、P

illar1 

は
ベ
ー
シ
ッ
ク
・
リ
ス
ク
に
対
応
す
る
最
低
所
要
自
己
資

本
（
非
予
想
損
失
／
今
後
一
年
間
）
と
し
て
市
場
リ
ス
ク
、
信
用
リ
ス
ク
、
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
の
三
つ
の
リ
ス
ク
に
対
応
す
る
。

P
illar2 

は
所
要
自
己
資
本
（
ピ
ラ
ー
1
に
含
ま
れ
て
い
な
い
リ
ス
ク
）
で
、
三
リ
ス
ク
以
外
に
各
金
融
機
関
に
お
い
て
個
別
に
相
違
が
あ
る

リ
ス
ク
を
自
己
ア
セ
ス
メ
ン
ト
し
て
自
己
資
本
を
積
み
増
す
も
の
で
あ
り
、
流
動
資
産
、
グ
ル
ー
プ
間
リ
ス
ク
、
ビ
ジ
ネ
ス
リ
ス
ク
、

Ｉ
Ｔ
リ
ス
ク
な
ど
が
該
当
す
る
。
リ
ス
ク
・
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
を
用
い
て
リ
ス
ク
評
価
を
行
い
、
リ
ス
ク
軽
減
（m

itigation

）
策
を
図
っ
た

上
で
資
本
バ
ッ
フ
ァ
ー
を
積
む
。P

illar1-2 

は
、
そ
の
時
点
（spot

）
の
リ
ス
ク
分
析
に
基
づ
く
が
、
加
え
て
時
系
列
、
さ
ら
に
は
三
―

四
三
二



英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
とA

pproved P
ersons

制
度
（
藤
川
）

（
六
九
一
）

五
年
程
度
将
来
の
景
気
変
動
に
よ
る
資
本
毀
損
な
ど
の
ス
ト
レ
ス
・
テ
ス
ト
（stress test

）
を
想
定
し
たP

illar3 

を
積
む
こ
と
に
な
る
。

関
連
し
て
、
逆
に
当
該
金
融
機
関
が
破
綻
す
る
だ
け
の
ス
ト
レ
ス
を
想
定
・
計
算
し
、
自
己
清
算
に
必
要
な
コ
ス
ト
を
算
定
す
る
手
法

（reverse stress test

）
も
近
時
は
行
わ
れ
る
。

我
が
国
に
お
い
て
類
似
制
度
導
入
を
考
え
た
場
合
、
レ
ピ
ュ
テ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
は
と
も
か
く
、
強
制
力
の
点
で
弱
さ
が
あ
り
、

事
後
的
な
金
融
検
査
な
ど
と
は
別
に
予
防
的
な
シ
ス
テ
ム
構
築
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
論
を
待
た
な
い
。
ソ
フ
ト
ロ
ー
と
し
て
上
場
規
則

へ
の
各
種
ル
ー
ル
の
盛
り
込
み
、
開
示
の
徹
底
、
中
央
銀
行
に
よ
る
通
常
監
督
の
一
層
の
強
化
を
図
り
、
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ

プ
・
コ
ー
ド
導
入
も
予
定
さ
れ
る
。
金
融
規
制
改
革
に
限
っ
て
は
米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
対
応
も
大
き
な
課
題
と
な
り
、
従
来
の

金
融
規
制
と
統
一
性
を
維
持
し
つ
つ
規
制
改
革
を
進
め
る
に
は
各
規
制
の
摩
擦
に
よ
る
効
果
・
成
長
の
低
減
な
ど
も
予
想
さ
れ
、
監
督
当

局
、
金
融
機
関
側
双
方
の
相
当
綿
密
な
努
力
が
求
め
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
詳
細
に
規
定
す
れ
ば
プ
リ
ン
シ
プ
ル
ベ
ー
ス
の
意
義
を
損
ね

か
ね
な
い
。

2
．
英
国
金
融
法
制
の
リ
ス
ク
管
理
と
内
部
監
査
の
要
諦

金
融
機
関
の
現
地
法
人
の
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
を
通
じ
て
近
時
の
英
国
金
融
法
制
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
考
察
し
て
き
た
。
ま
と
め
る
と
、
①

B
oard

（
取
締
役
会
）
と
し
て
、
戦
略
面
の
リ
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
へ
の
取
り
込
み
で
あ
る
Ｅ
Ｒ
Ｍ
へ
の
即
応
性
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
②
そ

の
た
め
の
規
制
枠
組
み
の
充
足
の
み
な
ら
ず
、
実
際
に
配
置
さ
れ
る
経
営
ト
ッ
プ
の
人
材
の
資
質
が
面
談
な
ど
を
通
し
て
問
わ
れ
て
い
る

（A
pproved P

ersons

）。
③
プ
リ
ン
シ
プ
ル
ベ
ー
ス
を
基
本
と
し
、
き
め
細
か
い
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
を
発
出
す
る
こ
と
で
実
際
の
金
融
監
督

の
実
効
性
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
を
狙
っ
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
も
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
人
事
で
な
く
、
精
緻
な
法
規
制
の
内
容
が
理
解
で
き
、

監
督
当
局
に
求
め
ら
れ
る
情
報
を
適
宜
に
作
成
・
報
告
で
き
る
人
材
の
養
成
と
現
地
法
律
事
務
所
な
ど
に
よ
る
事
前
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
が

四
三
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
六
九
二
）

求
め
ら
れ
て
い
る
。
④
リ
ス
ク
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
つ
い
て
は
、
三
つ
の
防
衛
線
モ
デ
ル
が
示
さ
れ
、
第
二
の
防
衛
線
は
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
各
部
門
で
あ
る
が
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
に
関
し
て
は
、
リ
ス
ク
・
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
に
よ
る
リ
ス
ク
許

容
度
（risk tolelance

）
と
の
関
連
が
問
題
と
な
る
。
銀
行
経
営
・
監
督
の
現
場
で
、
リ
ス
ク
管
理
と
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
が
融
合
化
し
、

経
営
判
断
原
則
の
適
用
さ
れ
る
境
界
線
が
不
明
確
に
な
っ
て
き
つ
つ
あ
る
と
い
え
る
。
英
国
で
は
伝
統
的
に
Ｅ
Ｒ
Ｍ
が
重
視
さ
れ
て
き
た

こ
と
も
背
景
に
あ
る
。
消
極
的
妥
当
性
に
関
わ
る
経
営
判
断
と
し
て
、
二
〇
一
〇
年
英
国
賄
賂
防
止
法
な
ど
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ

ロ
グ
ラ
ム
策
定
、
経
営
陣
自
身
の
自
己
規
律
、
従
業
員
教
育
な
ど
に
お
け
る
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
と
の
境
界
を
示
す
こ
と
が
必
要
と
な
り
、

米
国
判
例
法
理
で
あ
るR

ed F
lag

（
危
険
な
徴
候
）
の
活
用
も
検
討
さ
れ
よ
う
。
⑤
リ
ス
ク
許
容
度
に
つ
い
て
はM

itsui S
um
itom
o 

Insurance C
om
pany 

（E
urope

）（8 M
ay 2012

）
事
件
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
金
融
犯
罪
に
つ
い
て
はS

tandard B
ank

（22 January 

2014

）
事
件
が
注
目
さ
れ
、
両
罰
規
定
で
あ
る
こ
と
か
ら
邦
銀
な
ど
の
対
応
が
焦
眉
の
急
と
な
る
。
⑥
第
三
の
防
衛
線
で
は
、
内
部
監
査

と
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
が
問
題
と
な
る
。
英
国
Ｆ
Ｃ
Ａ
の
監
督
ア
プ
ロ
ー
チ
も
内
部
監
査
の
重
視
に
変
容
し
つ
つ
あ
り
、
業
容

拡
大
に
伴
い
、
会
計
事
務
所
へ
の
外
注
か
ら
自
社
の
人
材
育
成
も
課
題
と
な
る
。
特
に
当
該
分
野
で
は
、
事
前
予
防
と
し
て
金
融
当
局
の

通
常
監
督
が
重
要
で
あ
り
、
こ
の
観
点
か
ら
もA

pproved P
ersons

の
存
在
が
必
須
と
な
ろ
う
。

3
．
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
と
金
融
規
制
の
交
錯

ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
は
短
期
的
視
点
に
偏
り
が
ち
な
ア
ク
テ
ィ
ビ
ス
ト
か
ら
長
期
的
視
点
に
立
つ
機
関
投
資
家
に
よ
る
経

営
陣
と
の
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
強
化
を
働
き
か
け
る
も
の
と
な
る
が
、
Ｆ
Ｃ
Ａ
の P

rudential A
pproach

（
数
値
規
制
）
に
関
し
て

P
illars of conduct supervision

が
あ
り
、
二
〇
一
四
年
三
月
発
出
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
ス
ト
レ
ス
・
テ
ス
ト
（stress test

）

を
想
定
し
たP

illar3 

に
関
し
て
はP

illar1-2 

の
文
書
化
と
開
示
も
併
せ
て
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
中
に
リ
ス
ク
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
、
内
部

四
三
四



英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
とA

pproved P
ersons

制
度
（
藤
川
）

（
六
九
三
）

統
制
に
関
わ
る
文
書
化
と
開
示
が
含
ま
れ
、
こ
こ
に
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
に
関
す
る
開
示
が
必
要
と
な
る
（
42
）

。
数
値
規
制
と
ス

チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
接
点
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
内
容
は
最
近
の
改
訂
に
よ
りF

C
A
 H
andbook

に
落
と
し
込
ま
れ
、
ア

セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
、
議
決
権
行
使
を
行
う
イ
ン
ベ
ス
ト
メ
ン
ト
・
バ
ン
ク
な
ど
金
融
機
関
は
自
発
的
対
応
が
迫
ら
れ
て
い
る
。

4
．
英
国
金
融
法
制
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
我
が
国
金
融
規
制
の
比
較

我
が
国
に
お
い
て
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
導
入
が
提
示
さ
れ
、
英
国
の
よ
う
に
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・

コ
ー
ド
を
持
た
な
い
現
状
に
お
い
て
、
実
効
性
の
あ
る
改
革
枠
組
み
が
検
討
さ
れ
る
。
英
国
で
は
、
規
範
（code

）
あ
る
い
は
ハ
ン
ド

ブ
ッ
ク
と
い
う
法
律
で
は
な
い
規
制
が
中
心
と
な
る
が
、
規
制
と
し
て
の
実
質
的
な
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
と
し
て
、
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン

シ
ッ
プ
に
よ
り
金
融
の
中
心
で
あ
る
シ
テ
ィ
に
存
在
が
許
さ
れ
な
い
と
い
う
厳
正
な
欧
州
市
民
社
会
ル
ー
ル
が
背
景
に
確
立
し
て
い
る
。

金
融
危
機
の
再
発
防
止
の
観
点
か
ら
、
事
前
防
止
と
し
て
の
通
常
監
督
が
重
視
さ
れ
、A

pproved P
ersons

の
制
度
が
徹
底
さ
れ
て
き

て
い
る
こ
と
も
、
同
様
の
考
え
方
の
一
環
で
あ
ろ
う
。
我
が
国
に
お
い
て
は
、
大
き
な
制
度
枠
組
み
は
米
国
方
式
を
採
り
、
原
則
的
に
は

企
業
活
動
は
自
由
な
が
ら
、
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
、
米
国
証
券
法 10b-5 

な
ど
米
国
に
は
別
途
独
自
の
規
律
づ
け
が
あ
る
。
我
が
国
の

場
合
、
米
英
に
比
し
て
も
実
質
的
な
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
枠
組
み
の
不
足
が
つ
と
に
指
摘
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
（
上
村
達
男
教
授
）。

C
om
ply or E

xplain

原
則
の
導
入
に
よ
る
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
導
入
に
し
て
も
然
り
で
あ
り
、
日
本
版
コ
ー
ド
策
定
・
導

入
を
上
場
規
則
な
ど
ソ
フ
ト
ロ
ー
で
図
る
と
し
て
も
、
上
記
の
背
景
を
異
に
す
る
限
り
は
実
効
性
は
疑
問
符
が
付
き
か
ね
な
い
。
金
融
検

査
と
共
に
通
常
監
督
を
重
視
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
英
国
で
は
中
央
銀
行
に
権
限
を
集
約
し
、
金
融
庁
（
Ｆ
Ａ
Ｓ
）
解
体
を
図
っ
た
が
（
43
）

、
我

が
国
に
お
い
て
も
日
本
銀
行
が
所
要
の
監
督
人
員
を
確
保
し
て
通
常
監
督
す
る
に
せ
よ
（
44
）

、
中
央
銀
行
の
組
織
で
あ
る
限
り
は
エ
ン

フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
に
限
界
が
あ
る
。
英
国
の
場
合
、
実
質
的
に
Ｃ
Ｅ
Ｏ
等
が
金
融
の
中
心
地
で
活
動
で
き
な
い
制
裁
が
存
在
す
る
が
、

四
三
五



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
六
九
四
）

A
pproved P

ersons

の
制
度
の
な
い
我
が
国
で
は
、
通
常
監
督
違
反
に
対
す
る
制
裁
は
現
実
に
は
金
融
庁
が
業
務
停
止
処
分
な
ど
を
行

う
こ
と
に
な
る
が
、
反
社
会
的
勢
力
の
取
引
、
シ
ス
テ
ム
障
害
な
ど
明
確
な
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
事
案
に
止
ま
り
、
不
良
債
権
な
ど
金
融

検
査
は
別
と
し
て
事
後
制
裁
的
に
止
ま
る
。
今
後
は
事
前
防
止
策
と
し
て
各
金
融
機
関
が
自
発
的
に
Ｅ
Ｒ
Ｍ
の
リ
ス
ク
管
理
体
制
を
組
織

と
し
て
取
り
込
み
、
通
常
監
督
と
併
せ
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
み
な
ら
ず
、
一
定
の
重
要
な
消
極
的
妥
当
性
に
関
わ
る
経
営
判
断
事
項

に
つ
い
て
も
、
監
視
の
目
を
他
律
的
か
つ
自
発
的
に
重
畳
的
に
強
化
し
て
い
く
こ
と
が
将
来
の
金
融
危
機
の
再
発
防
止
の
鍵
と
な
ろ
う
。

英
国
の
よ
う
な
市
民
社
会
ル
ー
ル
形
成
に
は
相
当
な
時
日
を
要
し
よ
う
が
、
一
方
で
米
国
金
融
改
革
法
制
で
あ
る
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法

の
域
外
適
用
な
ら
び
に
ガ
バ
ナ
ン
ス
や
破
綻
処
理
な
ど
の
実
質
的
影
響
、
さ
ら
に
金
融
シ
ス
テ
ム
の
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
し
か
ね
な
い
一

定
規
模
以
上
の
金
融
機
関
等
に
対
し
て
は
バ
ー
ゼ
ル
規
制
の
適
用
も
進
展
し
て
く
る
と
み
ら
れ
、
国
内
の
会
社
法
改
正
、
金
融
商
品
取
引

法
、
銀
行
法
に
加
え
て
ソ
フ
ト
ロ
ー
で
あ
る
上
場
規
則
、
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
な
ど
の
全
体
的
な
整
合
性
を
い
か
に

保
つ
か
、
今
後
の
金
融
法
制
に
お
い
て
大
き
な
課
題
が
残
さ
れ
る
。

第
五
章　

A
pproved persons

と
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
域
外
適
用
リ
ス
ク
等
の
試
論

　
　
　

│
恣
意
性
な
ら
び
に
国
際
私
法
の
規
律
│

1
．A

pproved persons

と
Ｆ
Ｃ
Ａ
規
制
│
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
適
用
│

現
地
法
人
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
を
通
し
てA

pproved persons

と
リ
ス
ク
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
す
る
試
論
を
提
示
し
た
い
。A

pproved 

persons

の
事
項
は
Ｆ
Ｃ
Ａ
のP

rinciples for business

の
構
成
要
素
の 11 P

rinciples

に
依
拠
し
て
い
る
。
英
国
当
局
は
諸
外
国
の

子
会
社
が
国
内
で
経
営
さ
れ
て
い
る
場
合
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
や
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
適
用
内
で

四
三
六



英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
とA

pproved P
ersons

制
度
（
藤
川
）

（
六
九
五
）

あ
る
な
ら
ば
Ｆ
Ｃ
Ａ
の
定
め
るA

approved persons

の
要
件
を
満
た
す
よ
う
に
要
求
す
る
。
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
や
コ
ー

ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
と
Ｆ
Ｃ
Ａ
の
既
存
規
制
を
合
わ
せ
る
こ
と
で
国
内
の
ほ
と
ん
ど
の
海
外
企
業
子
会
社
や
関
連
会
社
に

対
し
て
Ｆ
Ｃ
Ａ
の
規
制
を
及
ぼ
す
こ
と
が
可
能
と
な
る
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
二
つ
の
コ
ー
ド
に
は
手
を
加
え
ず
、
Ｆ
Ｃ
Ａ
関
連
規
則
を
修

正
す
る
こ
と
で
規
制
の
対
象
・
態
様
は
無
限
に
広
が
り
う
る
と
も
い
え
よ
う
。
英
国
進
出
の
金
融
機
関
な
ど
現
地
法
人
に
対
し
て
は
、

Ｆ
Ｃ
Ａ
関
連
規
制
に
つ
き
、
二
つ
の
コ
ー
ド
を
媒
介
・
仲
介
項
と
し
て
当
局
の
恣
意
的
な
規
制
の
網
が
か
ぶ
せ
ら
れ
る
怖
れ
が
あ
る
点
で

国
際
汚
職
行
為
法
同
様
の
リ
ス
ク
が
あ
る
。

2
．M

itsui S
um
itom
o Insurance C

om
pany 

（E
urope

） Ltd

の
事
件
か
ら
考
え
ら
れ
る
こ
と

こ
の
事
件
の
論
点
を
改
め
て
み
て
み
た
い
。
三
井
住
友
海
上
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
は
英
国
内
の
子
会
社
の
株
主
（
本
社
）
で

あ
る
た
め
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
適
用
対
象
と
な
る
。
よ
っ
て
Ｆ
Ｃ
Ａ
の
定
め
るA

pproved persons

の
要
件
を
満
た

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
Ｆ
Ｓ
Ａ
のF
inal N

otice

（8 M
ay 2012

）
を
分
析
す
る
と
、
①
対
象
に
つ
き
、M

itsui S
um
itom
o Insurance 

C
om
pany 

（E
urope

） L
td

（M
S
IE
u

）
は
、
今
や
Ｍ
Ｓ
＆
Ａ
Ｄ
グ
ル
ー
プ
の
一
つ
で
あ
る
三
井
住
友
海
上
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

の
完
全
子
会
社
で
あ
る
（
45
）

。
か
っ
てM

S
IE
u

は
英
国
外
の
企
業
で
対
象
外
で
あ
っ
た
が
、
現
在
は
ド
イ
ツ
や
フ
ラ
ン
ス
な
ど
欧
州
の
エ
リ

ア
に
進
出
し
て
き
て
お
り
、
つ
い
に
は
ロ
ン
ド
ン
に
も
設
立
し
た
た
め
、
当
局
が
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
規
制
を
か
け
る
こ

と
が
で
き
る
対
象
内
に
入
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
②
事
例
に
つ
い
て
、
三
井
住
友
現
地
法
人
の
親
会
社
がdirectors

（
取
締
役
）
を
任

命
し
た
が
、
選
出
の
仕
方
は
非
合
理
で
、
か
つdirectors

はA
pproved persons

で
は
な
い
と
い
う
判
断
を
当
局
は
示
し
、
日
本
市
場

と
性
質
が
異
な
る
の
で
安
易
に
日
本
式
人
事
で
決
定
す
べ
き
で
な
い
と
し
た
。

私
見
で
あ
る
が
、
一
〇
〇
％
子
会
社
で
あ
る
こ
と
が
根
拠
の
一
つ
と
な
っ
て
お
り
、
今
回
は
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
対
象

四
三
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日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
六
九
六
）

と
し
て
本
社
に
適
用
さ
れ
て
い
る
感
が
あ
る
が
、
示
さ
れ
た
行
動
内
容
は
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
行
動
規
範
の
内
容

と
類
似
す
る
印
象
を
受
け
る
（
46
）

。
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
と
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
は
本
来
一
つ
の
統
合
規
範

が
分
離
し
た
も
の
で
あ
る
た
め
相
関
性
が
高
く
、
裁
決
者
が
適
用
を
恣
意
的
に
選
択
で
き
る
要
素
が
あ
ろ
う
。

3
．S

tandard B
ank

事
件
に
つ
い
て

S
tandard B

ank
事
件
は
、
南
ア
フ
リ
カ
の
最
大
手
銀
行S
tandard B

ank

が
Ｆ
Ｃ
Ａ
の
規
制
す
る
Ｐ
Ｅ
Ｐ
（P

olitically E
xposed 

P
erson

）
に
該
当
す
る
顧
客
と
取
引
し
た
と
し
て
マ
ネ
ー
・
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
規
制
を
受
け
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
。P

olitically 

E
xposed P

erson

の
該
当
性
は
明
確
で
な
く
、
や
は
り
Ｆ
Ｃ
Ａ
の
恣
意
的
判
断
基
準
に
よ
り
決
定
、
規
制
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

4
．A

pproved person

事
項
と
Ｆ
Ｓ
Ａ
原
則

英
国
Ｆ
Ｓ
Ａ
は
解
体
さ
れ
、
政
権
交
代
に
よ
り
Ｆ
Ｃ
Ａ
に
権
限
な
ど
が
委
譲
さ
れ
た
が
、
依
然
と
し
て
旧
Ｆ
Ｓ
Ａ
の
名
称
で
規
則
な
ど

が
残
さ
れ
て
い
る
。
ど
ち
ら
の
コ
ー
ド
の
適
用
か
、
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
所
以
で
あ
る
。A

pproved persons

は
Ｆ
Ｓ
Ａ
に
よ
り

選
定
さ
れ
る
会
社
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
適
し
た
人
材
で
あ
る
。
金
商
法
の
適
合
性
・
公
正
原
則
に
相
応
す
る
内
容
（the F

S
A

’s F
it and 

P
roper test

）
も
述
べ
ら
れ
る
。
具
体
的
な
資
質
と
し
て
、（a

） honesty, integrity and reputation

、（b

） com
petence and 

capability

、（c

） fi nancial soundness 

な
ど
が
要
求
さ
れ
る
。

海
外
企
業
が
英
国
と
関
連
す
る
と
き
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
ま
た
は
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
適
用
を

受
け
る
か
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
か
け
、
該
当
し
た
場
合
は
Ｆ
Ｓ
Ａ
の
規
制
、
つ
ま
りapproved person

事
項
を
厳
守
す
る
よ
う
に
強
制
さ

せ
る
。
英
国
に
関
連
子
会
社
を
持
つ
全
て
の
会
社
が
、
①
そ
の
関
連
子
会
社
の
株
を
所
有
し
て
い
る
（
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の

対
象
）、
ま
た
は
②
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
お
い
て
関
係
性
が
あ
る
（
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
対
象
）
の
で
例
外
な
く
、
Ｆ
Ｓ
Ａ
の

四
三
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英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
とA

pproved P
ersons

制
度
（
藤
川
）

（
六
九
七
）

規
制
や
原
則
を
遵
守
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

5
．A

pproved persons

の
対
象
の
考
察

Ｆ
Ｃ
Ａ
規
制
のA

pproved persons

に
つ
い
て
、
ど
こ
ま
で
規
制
対
象
に
な
る
の
か
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
印
象
と
し
て

m
anager

、director

な
ど
の
経
営
幹
部
の
み
で
な
く
、
範
囲
が
拡
大
し
、
英
国
現
地
法
人
で
働
く
全
て
の
社
員
に
拡
大
す
る
可
能
性
も

あ
る
。
こ
の
点
も
規
制
当
局
の
恣
意
性
に
関
わ
り
、
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
、U

K
 B
ribery A

ct of 2010 

の
適
用
拡
大
と
厳
罰
化
の
動
き
と
軌
を

一
に
す
る
リ
ス
ク
が
あ
る
。
我
が
国
の
長
期
的
雇
用
慣
行
等
に
影
響
を
及
ぼ
し
か
ね
ず
、
後
手
に
回
っ
た
そ
の
場
し
の
ぎ
の
措
置
、
現
場

任
せ
や
法
務
部
限
り
の
対
応
で
な
く
、
事
前
予
防
と
し
て
経
営
ト
ッ
プ
主
導
に
よ
る
人
事
制
度
改
善
と
平
仄
を
合
わ
せ
た
改
革
、
リ
ス
ク

対
応
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
構
築
が
求
め
ら
れ
る
。
内
部
統
制
・
会
計
条
項
を
含
む
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
構
築
な
ど
が
海
外
汚
職

行
為
防
止
法
で
は
求
め
ら
れ
る
が
、
同
様
の
観
点
か
ら
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
対
応
が
必
要
と
な
ろ
う
。

6
．
コ
ー
ド
適
用
の
交
錯
と
域
外
適
用
の
影
響
な
ら
び
に
国
際
私
法
規
律
│
多
重
・
重
畳
適
用
リ
ス
ク
な
ど
│

以
上
か
ら
、
英
国
進
出
現
地
法
人
を
抱
え
る
本
邦
の
金
融
機
関
に
お
い
て
、
本
社
は
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
（
域
外
適
用
）、

現
地
子
会
社
は
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
な
ら
び
に
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
（
現
地
子
会
社
が
他
に
投
資
を
行
っ

て
い
る
場
合
（
47
）

）
の
二
重
適
用
の
怖
れ
が
あ
る
。
こ
れ
ら
が
現
地
法
人
と
本
社
に
同
時
適
用
さ
れ
る
懸
念
も
あ
る
。
コ
ー
ド
に
止
ま
る
限
り

は
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
の
点
で
問
題
は
少
な
い
と
も
思
料
さ
れ
る
が
、
本
社
に
お
い
て
人
事
制
度
を
見
直
さ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
そ

の
意
味
合
い
の
実
質
的
な
域
外
適
用
の
影
響
も
見
逃
せ
な
い
。
直
接
の
親
会
社
で
あ
る
三
井
住
友
海
上
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
の

み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
そ
の
親
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
Ｍ
Ｓ
＆
Ａ
Ｄ
グ
ル
ー
プ
に
も
多
重
に
及
び
か
ね
な
い
。
他
方
、
英
国
関
連
子
会
社
に
対
す

る
本
社
株
主
と
し
て
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
自
体
の
適
用
も
想
定
さ
れ
る
。
親
子
会
社
グ
ル
ー
プ
全
体
に
対
し
て
（
多

四
三
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
六
九
八
）

重
適
用
）、
国
内
外
の
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
が
幾
重
に
も
適
用
さ
れ
か
ね
な
い
（
重
畳
適
用
）
と
い
う
多
重
・
重
畳
適
用
の
リ

ス
ク
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
今
後
世
界
的
に
独
自
の
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
導
入
を
図
る
国
や
機
関
投
資
家
が
増
加
し
て
く

る
と
、
こ
う
し
た
国
際
進
出
企
業
に
対
す
る
域
外
適
用
（E

xtraterritorial A
pplication

）
を
含
む
内
容
の
相
違
す
る
コ
ー
ド
適
用
の
交
錯

（
多
重
適
用
）
に
よ
り
、
企
業
サ
イ
ド
の
混
乱
を
招
致
し
か
ね
ず
、
準
拠
法
、
消
極
的
抵
触
に
お
け
る
反
致
（renvoi

）
な
ど
国
際
私
法
の

絡
む
問
題
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
法
規
制
で
な
く
プ
リ
ン
シ
プ
ル
あ
る
い
は
コ
ー
ド
で
あ
る
た
め
、
国
際
連
携
を
基
に
ソ
フ
ト
ロ
ー
に
よ

る
国
際
礼
譲
主
義
（international com

ity

）、
特
に
他
国
の
利
害
に
も
配
慮
し
た
消
極
的
礼
譲
（negative com

ity

）
に
依
拠
し
た
一
定
の
規

律
づ
け
が
望
ま
れ
る
。
も
っ
と
も
、
後
述
の
ソ
フ
ト
ロ
ー
に
よ
る
規
律
付
け
ゆ
え
の
問
題
点
な
ど
も
あ
る
。

第
六
章　

A
pproved P

ersons

と
非
業
務
執
行
取
締
役
、
会
社
法
と
金
融
商
品
取
引
法
の
調
整

1
．A

pproved P
ersons

と
非
業
務
執
行
取
締
役

英
国
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
な
ら
び
にF

S
A
 H
andbook

に
お
け
るA

pproved P
ersons

に
対
す
るP

rinciples 

and C
ode

は
、
本
邦
の
英
国
進
出
現
地
法
人
も
規
制
対
象
と
な
り
、
金
融
機
関
等
に
お
け
る
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
、
論
功
行
賞
人
事
の
見

直
し
も
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
は
全
社
的
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
あ
る
い
は
内
部
統
制
・
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
、

リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
体
制
を
敷
い
て
お
り
、
こ
う
し
た
子
会
社
を
巡
る
動
向
を
通
じ
て
本
社
の
人
事
制
度
・
規
範
に
逆
に
改
革
に
向
け

た
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
ろ
う
。
私
見
で
あ
る
が
、A

pproved P
ersons

制
度
導
入
は
我
が
国
会
社
法
改
正
の
監
査
委
員
会
等
設
置

会
社
に
お
け
る
非
業
務
執
行
取
締
役
（
Ｎ
Ｅ
Ｄ
）
に
よ
る
改
革
に
通
じ
る
も
の
と
い
え
る
。
改
正
で
は
社
外
取
締
役
の
社
外
要
件
も
厳
し

く
な
る
が
、
法
文
に
書
き
込
ま
れ
る
形
式
面
主
体
の
厳
格
化
と
合
わ
せ
て
、
非
業
務
執
行
取
締
役
中
心
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
を
進
め
る
上

四
四
〇



英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
とA

pproved P
ersons

制
度
（
藤
川
）

（
六
九
九
）

で
の
実
質
面
か
ら
の
必
要
条
件
に
も
な
り
得
る
。

同
じ
く
コ
モ
ン
ロ
ー
と
は
い
っ
て
も
英
国
と
米
国
で
は
相
違
も
あ
り
、
米
国
で
は
エ
ン
ロ
ン
事
件
以
降
、
社
外
・
独
立
性
要
件
の
強
化

を
図
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
リ
ー
マ
ン
金
融
危
機
で
は
再
び
米
国
企
業
に
お
け
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
欠
陥
も
指
摘
さ
れ
た
。
我
が
国

で
は
金
融
危
機
後
の
経
済
不
況
に
見
舞
わ
れ
た
も
の
の
、
金
融
危
機
自
体
に
関
し
て
は
大
規
模
な
金
融
機
関
の
破
綻
は
発
生
し
て
お
ら
ず
、

長
期
的
雇
用
と
昇
進
、
教
育
・
研
修
を
前
提
と
す
る
我
が
国
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
シ
ス
テ
ム
の
利
点
も
生
か
し
つ
つ
、
英

国
コ
ー
ド
の
精
神
を
取
り
込
む
こ
と
が
提
案
さ
れ
る
。

非
業
務
執
行
取
締
役
に
つ
い
て
は
、
法
的
義
務
な
ら
び
に
責
任
と
共
に
、
米
国
に
お
け
る
忠
実
義
務
の
規
範
化
概
念
の
考
察
が
な
さ
れ

る
（
48
）

。
効
果
的
な
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
達
成
と
柔
軟
性
の
維
持
の
間
の
衝
突
の
問
題
を
考
え
る
上
で
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
を

論
じ
る
際
に
は
社
会
規
範
等
の
法
以
外
の
要
素
が
無
視
で
き
な
い
（
49
）

。
ま
た
社
会
規
範
と
法
は
相
互
に
作
用
す
る
側
面
が
認
め
ら
れ
る
。
米

国
法
の
影
響
を
受
け
て
い
る
我
が
国
法
制
度
を
前
提
と
す
る
限
り
、
会
社
法
改
正
の
実
務
導
入
に
お
い
て
、
英
国
のA

pproved 

P
ersons

制
度
の
導
入
と
共
に
、
法
文
の
理
解
の
中
に
コ
ー
ド
の
考
え
方
を
取
り
込
む
こ
と
で
、
形
式
面
に
止
ま
ら
ず
、
実
践
的
な
コ
ー

ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
を
進
め
る
こ
と
が
可
能
と
な
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
判
例
法
形
成
を
待
つ
の
か
、
率
先
し
て
何
ら
か
の
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
発
出
を
図
る
の
か
、
我
が
国
の
企
業
の
実
態
に
見
合
っ
た
独
自
の
規
範
意
識
形
成
が
求
め
ら
れ
る
。
ま
た
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ

プ
・
コ
ー
ド
に
関
し
て
は
、
我
が
国
大
企
業
の
株
主
総
会
実
務
な
ど
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
海
外
機
関
投
資
家
に
よ

る
持
株
割
合
増
加
と
議
決
権
行
使
、
議
案
・
議
題
提
案
、
敵
対
的
企
業
買
収
と
防
衛
策
な
ど
を
経
て
、
ア
ク
テ
ィ
ビ
ス
ト
に
対
す
る
実
務

の
対
応
は
検
討
が
進
め
ら
れ
て
き
た
が
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
に
関
す
る
対
応
も
加
わ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

四
四
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日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
七
〇
〇
）

2
．
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
と
会
社
法
な
ら
び
に
金
融
商
品
取
引
法
の
調
整

更
に
、
今
後
の
我
が
国
法
制
度
の
あ
り
方
を
俯
瞰
し
て
み
た
い
。
英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
に
関
し
て
は
、
英
国
法
制
の

持
つ
特
徴
と
し
て
債
権
者
の
権
限
が
強
い
こ
と
が
視
点
と
し
て
考
察
さ
れ
る
。
倒
産
法
の
適
用
局
面
で
は
あ
る
が
、
伝
統
的
に

A
dm
inistrative R

eceivership

、
浮
動
担
保
な
ど
に
象
徴
さ
れ
る
通
り
、
銀
行
な
ど
債
権
者
の
力
が
強
く
、
債
権
者
主
導
で
倒
産
企
業

の
売
却
・
換
価
す
る
こ
と
が
倒
産
手
続
き
と
さ
れ
、
二
〇
〇
二
年
企
業
法
に
お
け
るA

dm
inistrative R

eceivership

廃
止
、

A
dm
inistration

へ
の
一
本
化
後
も
依
然
と
し
て
債
権
者
指
向
の
倒
産
法
制
と
い
っ
て
よ
い
（
松
嶋
隆
弘
教
授
（
50
）

）。

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
善
の
た
め
に
株
主
権
強
化
を
打
ち
出
す
方
向
性
の
必
要
性
か
ら
も
、
英
国
で
は
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ

プ
・
コ
ー
ド
が
切
り
離
さ
れ
て
独
自
の
コ
ー
ド
と
な
り
、
機
関
投
資
家
の
意
識
改
革
を
経
て
、
長
期
的
観
点
か
ら
投
資
先
企
業
に
対
す
る

ガ
バ
ナ
ン
ス
機
能
を
担
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
側
面
は
あ
ろ
う
か
（
51
）

。
翻
っ
て
我
が
国
を
み
る
と
、
会
社
法
上
の
株
主
と
投
資
者
と
し
て
の
株

主
と
い
う
概
念
に
関
し
て
、
会
社
法
上
の
株
主
に
期
待
さ
れ
て
い
る
特
徴
は
会
社
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
一
翼
を
担
う
者
と
し
て
の
役
割
で
あ

る
。
会
社
が
自
立
的
に
適
切
な
ガ
バ
ン
ナ
ン
ス
体
制
を
確
保
す
べ
き
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
株
主
の
役
割
は
大
き
い
（
52
）

。
資
本
市
場
法
で
あ

る
金
商
法
が
保
護
対
象
と
す
る
投
資
者
は
株
主
の
属
性
と
は
別
に
債
権
者
レ
ベ
ル
で
も
保
護
さ
れ
る
べ
き
で
、
債
権
者
の
利
益
調
整
は
倒

産
法
段
階
の
検
討
問
題
に
な
る
と
い
う
整
理
が
示
さ
れ
て
い
る
。
基
本
的
調
整
と
し
て
、
金
商
法
で
は
資
本
市
場
の
立
場
か
ら
要
請
さ
れ

る
企
業
統
治
の
ベ
ス
ト
・
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
の
探
究
が
望
ま
れ
、
会
社
法
は
要
請
を
受
け
止
め
、
受
け
皿
と
な
る
基
盤
と
し
て
機
能
す
る
制

度
の
仕
組
の
整
備
（
仕
組
法
）
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。
会
社
法
が
大
規
模
上
場
公
開
会
社
以
外
の
広
範
な
中
小
企
業
も
包
含
し
た
法
制
度

と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
問
題
の
背
景
に
あ
り
、
公
開
会
社
法
制
（
53
）

の
導
入
の
必
要
性
が
つ
と
に
語
ら
れ
る
所
以
で
も
あ
ろ
う
。

私
見
で
あ
る
が
、
上
記
の
指
摘
は
、
我
が
国
が
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
を
導
入
せ
ん
と
す
る
場
合
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ

四
四
二



英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
とA

pproved P
ersons

制
度
（
藤
川
）

（
七
〇
一
）

ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
策
定
が
両
輪
と
し
て
不
可
欠
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
導
入
・
実
践
の
段
階
に
お
い
て
当
て
は
ま
る
部
分
が

あ
ろ
う
。
英
国
の
よ
う
に
コ
ー
ド
に
よ
る
法
制
面
の
秩
序
形
成
が
確
立
し
た
法
社
会
で
な
く
、
相
当
部
分
は
実
定
法
に
よ
り
秩
序
付
け
ら

れ
て
き
た
我
が
国
に
お
い
て
は
、
金
商
法
、
公
開
会
社
法
性
の
構
想
を
含
む
会
社
法
の
分
野
の
今
後
の
調
整
、
制
度
整
備
の
動
き
と
も
整

合
性
を
持
っ
て
進
め
る
こ
と
が
必
須
と
な
る
。
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
は
、
コ
ー
ド
と
し
て
の
利
点
を
生
か
し
、
細
目
は
各
機

関
投
資
家
な
ど
の
自
主
性
に
委
ね
、
ル
ー
ル
ベ
ー
ス
の
厳
格
な
規
律
づ
け
に
よ
る
「
こ
れ
さ
え
守
っ
て
い
れ
ば
非
難
さ
れ
な
い
」
と
い
っ

た
旧
来
的
意
識
か
ら
の
脱
却
を
目
指
す
も
の
で
、
金
融
庁
か
ら
は
業
界
自
主
団
体
か
ら
の
ひ
な
形
提
示
も
自
粛
す
る
よ
う
に
指
導
さ
れ
て

い
る
と
聞
こ
え
て
く
る
が
（
54
）

、
日
本
版
コ
ー
ド
導
入
は
画
期
的
な
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
上
記
の
よ
う
な
琴
線
に
触
れ
る
法
制
度
の
問
題
に

対
す
る
対
処
の
進
展
状
況
と
も
並
行
し
て
、
コ
ー
ド
レ
ベ
ル
に
止
ま
ら
な
い
新
た
な
調
整
も
不
可
避
な
問
題
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
（
55
）

。

第
七
章　

A
pproved P

ersons
と
利
益
相
反
な
ら
び
に
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社

1
．
英
国
型
ガ
バ
ナ
ン
ス
モ
デ
ル
と
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー

利
益
相
反
に
焦
点
を
絞
り
、
考
察
を
深
め
た
い
。
英
国
型
ガ
バ
ナ
ン
ス
モ
デ
ル
は
取
締
役
会
に
お
い
て
業
務
執
行
役
員
（
Ｅ
Ｄ
）
と
非

業
務
執
行
役
員
（
Ｎ
Ｅ
Ｄ（56
）

）
の
二
分
化
を
図
り
、
Ｎ
Ｅ
Ｄ
の
監
督
機
能
を
強
化
さ
せ
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実
効
性
を
確
保
せ
ん
と
す
る
。
監
査

等
委
員
会
設
置
会
社
の
監
査
等
委
員
が
Ｎ
Ｅ
Ｄ
の
機
能
を
担
う
者
と
し
て
、
両
者
に
は
相
似
性
が
あ
る
。
会
社
法
改
正
に
よ
り
、
利
益
相

反
事
項
の
監
査
等
委
員
に
よ
る
承
認
に
よ
り
免
責
が
図
ら
れ
る
規
定
が
置
か
れ
、
監
査
等
委
員
が
指
名
委
員
会
や
報
酬
委
員
会
に
代
替
す

る
機
能
も
担
う
な
ど
（
57
）

、
Ｎ
Ｅ
Ｄ
の
機
能
は
今
後
の
改
革
の
焦
点
と
も
な
る
。
利
益
相
反
に
つ
い
て
米
国
判
例
法
に
お
け
る
忠
実
義
務
の
規

四
四
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
七
〇
二
）

範
化
概
念
な
ど
柔
軟
な
対
応
が
想
定
さ
れ
る
が
、
我
が
国
へ
の
コ
ー
ド
導
入
の
意
義
付
け
と
も
適
合
す
る
と
い
え
よ
う
。

2
．
利
益
相
反
モ
デ
ル
とA

pproved P
ersons

な
ら
び
に
域
外
適
用

⑴　

利
益
相
反
モ
デ
ル
と
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
機
能
発
揮

ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
と
会
社
法
改
正
を
踏
ま
え
、
株
主
保
有
状
況
に
即
し
て
、
株
主
と
Ｎ
Ｅ
Ｄ
と
の
役
割
分
担
に
関
す
る

利
益
相
反
モ
デ
ル
が
提
示
さ
れ
る
（
58
）

。
①
株
主
分
散
状
況
に
お
け
る
Ｎ
Ｅ
Ｄ
主
導
型
利
益
相
反
処
理
、
②
支
配
株
主
主
導
型
利
益
相
反
処

理
、
③
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
（
機
関
投
資
家
）
主
導
型
利
益
相
反
処
理
に
分
け
、
③
は
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
機
能
発
揮
型

モ
デ
ル
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
利
益
相
反
問
題
で
は
経
営
陣
、
特
に
Ｎ
Ｅ
Ｄ
の
忠
実
義
務
が
問
わ
れ
る
。

⑵　

利
益
相
反
モ
デ
ル
と
子
会
社
管
理
な
ら
び
にA

pproved Persons

と
実
質
的
域
外
適
用

私
見
で
あ
る
が
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
自
体
の
機
能
す
る
領
域
は
③
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
広
範
囲
に
あ
ら
ゆ

る
形
態
の
組
織
構
造
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
規
範
で
あ
る
。
③
は
株
主
間
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
の
点
で
、
ヨ
コ
の
株
主
間
連
携
の

ケ
ー
ス
と
し
て
最
も
上
手
く
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
特
質
を
顕
現
化
し
得
る
例
と
い
え
よ
う
。
②
の
タ
テ
型
の
支
配
株
主
型

で
あ
っ
て
も
、
米
国
で
は
株
主
の
当
該
会
社
に
対
す
る
忠
実
義
務
が
議
論
と
さ
れ
つ
つ
あ
り
、
株
主
自
体
は
他
の
モ
デ
ル
同
様
に
ス
チ
ュ

ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
適
用
対
象
た
り
得
る
。
Ｎ
Ｅ
Ｄ
に
お
い
て
経
営
層
と
し
て
担
う
会
社
に
対
す
る
忠
実
義
務
と
併
せ
て
、
株
主

が
担
う
べ
き
忠
実
義
務
を
想
定
で
き
、
両
者
が
協
働
し
て
会
社
に
対
す
る
忠
実
義
務
を
果
た
す
こ
と
で
企
業
価
値
向
上
を
目
指
す
こ
と
と

な
ろ
う
。
株
主
・
機
関
投
資
家
と
経
営
陣
た
る
Ｎ
Ｅ
Ｄ
は
相
対
立
す
る
緊
張
関
係
と
い
う
よ
り
も
方
向
を
目
指
す
協
働
関
係
と
な
る
。
会

社
に
対
す
る
忠
実
義
務
の
制
約
か
ら
、
支
配
株
主
自
身
の
恣
意
性
に
基
づ
く
行
動
は
制
約
を
受
け
る
が
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー

ド
も
ま
た
支
配
株
主
の
行
動
に
対
す
る
制
約
規
範
要
因
と
な
ろ
う
。

四
四
四



英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
とA

pproved P
ersons

制
度
（
藤
川
）

（
七
〇
三
）

こ
の
意
味
で
、
従
前
は
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
議
論
で
株
主
で
あ
る
シ
ェ
ア
ホ
ル
ダ
ー
は
所
有
者
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
理

論
が
組
み
立
て
ら
れ
、
利
害
関
係
者
と
し
て
の
ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
に
対
す
る
関
係
で
所
有
者
と
し
て
の
行
動
を
制
約
さ
れ
る
と
い
う
図

式
で
あ
っ
た
感
が
あ
る
が
、
②
の
利
益
相
反
モ
デ
ル
と
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
関
係
で
は
、
支
配
株
主
と
経
営
層
の
タ
テ
の

関
係
、
支
配
株
主
と
一
般
少
数
株
主
と
い
う
株
主
間
で
み
れ
ば
ヨ
コ
の
関
係
と
も
思
料
で
き
る
新
た
な
モ
デ
ル
の
考
察
に
お
い
て
、
必
ず

し
も
所
有
者
と
し
て
の
株
主
の
特
質
を
前
提
と
し
な
い
検
討
が
進
め
ら
れ
る
。
通
常
は
、
社
外
取
締
役
は
自
ら
を
選
任
し
た
株
主
の
意
見

を
代
弁
者
と
し
て
機
能
し
、
Ｃ
Ｅ
Ｏ
な
ど
の
経
営
陣
と
の
対
峙
を
念
頭
に
置
く
が
、
上
記
の
②
あ
る
い
は
③
の
モ
デ
ル
の
場
合
、
社
外
取

締
役
を
含
む
Ｎ
Ｅ
Ｄ
は
支
配
株
主
な
ど
特
定
の
株
主
の
代
理
人
と
し
て
て
は
な
く
、
真
の
企
業
価
値
向
上
を
真
摯
に
追
求
す
る
た
め
の
、

想
定
さ
れ
る
理
想
的
な
株
主
・
機
関
投
資
家
の
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
が
理
念
型
と
な
る
。
そ
の
意
味
で
は
株
主
権
万
能

を
標
榜
す
る
支
配
株
主
に
対
し
て
、
会
社
に
対
す
る
Ｎ
Ｅ
Ｄ
と
株
主
の
各
忠
実
義
務
が
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
と
共
に
制
約
的

に
働
き
、
Ｎ
Ｅ
Ｄ
は
自
己
規
律
の
下
で
、
株
主
等
と
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
、
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
（
対
話
）
を
通
じ
て
協
働
す
る
。
か
か
る
構

図
は
、
利
益
相
反
の
各
パ
タ
ー
ン
分
け
を
通
じ
て
も
共
通
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

英
国
のA

pproved P
ersons

制
度
に
し
て
も
、
本
邦
親
会
社
の
人
事
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
子
会
社
の
安
易
な
支
配
、
関
連
子
会

社
側
の
独
断
に
よ
る
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
面
の
暴
走
等
の
事
前
予
防
を
図
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
本
来
的
に
は
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ

ン
ス
・
コ
ー
ド
の
適
用
領
域
と
な
ろ
う
が
、
関
連
子
会
社
が
現
地
法
人
と
し
て
市
場
規
律
の
下
で
経
営
さ
れ
て
い
く
限
り
は
、
完
全
子
会

社
で
あ
っ
て
も
長
期
的
企
業
価
値
向
上
を
追
求
す
る
必
要
性
は
存
在
す
る
。
少
数
株
主
の
有
無
、
現
地
証
券
取
引
所
上
場
か
否
か
な
ど
で

相
違
は
あ
ろ
う
が
、
先
ず
は
対
象
企
業
の
自
発
的
・
柔
軟
な
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
採
用
に
委
ね
ら
れ
る
。
コ
ー
ド
の
規
範
た

る
べ
き
所
以
が
こ
の
点
に
こ
そ
あ
る
。
ま
た
英
国
の
二
つ
の
コ
ー
ド
は
、
規
範
に
止
ま
る
た
め
、
具
体
的
な
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
に
つ

四
四
五



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
七
〇
四
）

い
て
は
不
透
明
な
部
分
も
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
英
国
シ
テ
ィ
の
エ
リ
ア
で
は
当
該
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
人
事
は
コ
ー
ド
の
趣
旨
に
反
す
れ

ば
そ
の
旨
の
監
督
当
局
か
ら
の
迅
速
な
公
表
と
共
に
拒
否
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

企
業
の
海
外
展
開
に
伴
い
、
米
国
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
、
英
国U

K
 B
ribery A

ct of 2010 

な
ど
海
外
不
正
・
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
法
制
の
域

外
適
用
の
圧
力
が
高
ま
り
、
本
邦
企
業
も
本
社
役
員
等
が
課
徴
金
の
み
な
ら
ず
刑
罰
規
定
適
用
を
受
け
る
事
例
が
出
現
し
つ
つ
あ
る

（
二
〇
一
一
年
九
月
ブ
リ
ジ
ス
ト
ン
事
件
（
59
）

）。
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
構
築
が
本
社
経
営
陣
の
責
任
と
し
て
求
め
ら
れ
、
責
任
軽

減
に
つ
な
が
る
。
同
様
に
、A

pproved P
ersons

に
お
い
て
も
事
前
予
防
的
組
織
体
制
・
人
事
制
度
構
築
を
図
り
、
監
督
当
局
に
対
す

る
説
明
責
任
を
果
た
す
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
我
が
国
親
会
社
に
対
す
る
実
質
的
な
域
外
適
用
と
い

え
よ
う
。
現
地
法
人
に
対
し
て
直
接
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
関
連
規
定
が
適
用
さ
れ
、
加
え
て
親
会
社
に
対
し
て
投

資
家
と
し
て
の
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
適
用
の
直
接
の
可
能
性
と
共
に
、
こ
う
し
た
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド

の
実
質
的
影
響
も
親
会
社
に
及
ぶ
こ
と
が
想
定
で
き
る
（
二
重
の
域
外
適
用
リ
ス
ク
）。
現
状
で
は
Ｆ
Ｒ
Ｃ
か
ら
は
コ
ー
ド
の
直
接
適
用
に

つ
い
て
は
否
定
的
な
旨
が
述
べ
ら
れ
る
が
、
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
、U

K
 B
ribery A

ct of 2010 

な
ど
適
用
厳
罰
化
の
流
れ
の
中
で
、
今
後
の
動

向
は
不
透
明
な
部
分
も
あ
る
と
思
料
す
る
。
本
邦
企
業
と
し
て
は
、
経
営
陣
の
自
発
的
、
自
己
規
律
的
な
ガ
バ
ナ
ン
ス
意
識
が
求
め
ら
れ
、

Ｅ
Ｒ
Ｍ
に
お
け
る
統
制
環
境
（control environm

ent

）
の
醸
成
が
並
行
し
て
必
須
と
な
る
。
域
外
適
用
の
事
前
防
備
の
点
に
お
い
て
も
、

一
種
の
利
益
相
反
事
項
と
し
て
Ｎ
Ｅ
Ｄ
の
果
た
す
機
能
は
重
要
と
な
ろ
う
。

Ｎ
Ｅ
Ｄ
の
忠
実
義
務
は
、
米
国
で
は
取
締
役
と
し
て
具
体
的
な
裁
判
例
の
蓄
積
さ
れ
た
領
域
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
規
範
概
念
を
持
ち
込

む
こ
と
で
、
個
別
具
体
的
な
利
益
衡
量
を
図
り
、
妥
当
な
解
決
を
図
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
株
主
が
果
た
す
べ
き
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ

プ
責
任
に
し
て
も
、
規
範
領
域
の
問
題
で
あ
り
、
両
者
が
協
働
し
て
長
期
的
企
業
価
値
向
上
の
観
点
か
ら
ガ
バ
ナ
ン
ス
面
で
機
能
す
る
に

四
四
六



英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
とA

pproved P
ersons

制
度
（
藤
川
）

（
七
〇
五
）

当
た
り
、
共
通
す
る
コ
ー
ド
内
容
を
平
仄
を
合
わ
せ
て
策
定
・
抽
出
し
、
機
関
投
資
家
・
企
業
の
両
者
に
提
示
す
る
こ
と
も
ま
た
、
今
後

の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
な
ど
に
お
け
る
考
察
対
象
と
な
ろ
う
。

第
八
章　

A
pproved P

ersons

制
度
の
展
望
お
よ
び
コ
ー
ド
と
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ン
バ
ー
ジ
ェ
ン
ス

1
．A

pproved P
ersons

制
度
の
展
望

A
pproved P

ersons
制
度
に
つ
い
て
は
、
旧
Ｆ
Ｓ
Ａ
が
ウ
ォ
ー
カ
ー
・
レ
ビ
ュ
ー
提
言
に
基
づ
き
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン

ス
・
コ
ー
ド
改
訂
の
中
で
制
度
の
一
部
変
更
を
進
め
て
き
た
（
60
）

。A
pproved P

ersons

制
度
に
関
し
て
、P

arliam
entary C

om
m
ission 

on B
anking S

tandards 

（
Ｐ
Ｃ
Ｂ
Ｓ
）
がS
enior P

ersons R
egim

e

と
い
う
新
た
な
制
度
を
提
言
し
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
、
二
〇
一
五

年
導
入
の
方
向
で
準
備
が
進
め
ら
れ
る
。
現
在A

pproved P
erson

と
し
て
Ｆ
Ｃ
Ａ
・
Ｐ
Ｒ
Ａ
の
管
理
下
に
あ
る
銀
行
員
は
全
体
の

一
〇
％
程
度
で
あ
る
が
、
新
制
度
で
は
更
に
裾
野
を
広
げ
、
直
接
Ｆ
Ｃ
Ａ
・
Ｐ
Ｒ
Ａ
が
管
理
で
き
る
対
象
人
員
数
を
増
や
す
こ
と
が
趣
旨

と
な
っ
て
お
り
、
徐
々
に
規
制
の
枠
を
拡
大
す
る
方
向
と
考
え
ら
れ
る
。
試
論
で
述
べ
て
き
た
と
お
り
、
規
制
当
局
の
恣
意
性
が
懸
念
さ

れ
る
点
の
一
つ
で
あ
る
。

非
分
離
時
代
の
旧
Ｆ
Ｓ
Ａ
の
名
称
の
ま
ま
規
定
が
存
置
・
改
正
さ
れ
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
と
い
い
つ
つ
も
、
分

離
後
は
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
も
あ
り
、
二
つ
の
コ
ー
ド
の
う
ち
い
ず
れ
の
適
用
に
よ
る
か
、
こ
の
面
の
曖
昧
さ
も
残
さ
れ
、

域
外
適
用
と
同
様
に
適
用
の
恣
意
性
が
問
題
と
な
ろ
う
。
英
国
現
地
法
人
を
抱
え
る
本
邦
企
業
に
お
い
て
、
本
社
が
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ

プ
・
コ
ー
ド
を
通
じ
て
英
国
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
影
響
を
直
接
・
間
接
に
も
受
け
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘

し
た
（
二
重
の
域
外
適
用
リ
ス
ク
）。
こ
れ
ら
は
、
国
際
汚
職
行
為
防
止
法
に
よ
る
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
遵
守
の
流
れ
の
中
で
、
域
外
適

四
四
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日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
七
〇
六
）

用
・
規
制
強
化
の
方
向
性
と
軌
を
一
に
し
よ
う
。
ま
たA

pproved P
ersons

制
度
と
我
が
国
会
社
法
改
正
な
ど
の
関
連
・
相
似
性
等
も

考
察
を
進
め
て
き
た
。
会
社
法
改
正
の
実
効
性
確
保
の
見
地
か
ら
も
、
来
る
べ
き
日
本
版
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
策
定

に
お
い
てA

pproved P
ersons

の
規
範
の
導
入
は
検
討
さ
れ
よ
う
。

ま
た
英
国
の
非
業
務
執
行
取
締
役
（
Ｎ
Ｅ
Ｄ
）
の
概
念
に
関
し
て
は
、
英
国
に
お
け
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
展

開
に
お
い
て
形
成
さ
れ
て
き
た
。
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
に
つ
い
て
は
、
企
業
不
祥
事
の
背
景
の
下
で
、
一
九
九
二
年

に
最
良
実
務
コ
ー
ド
（the C

ode of B
est P

ractice

）
を
含
む
キ
ャ
ド
ベ
リ
ー
委
員
会
報
告
書
（C

om
m
ittee on the F

inancial A
spects of 

C
orporate G

overnance, R
eport of the C

om
m
ittee 

（1992

））
が
公
表
さ
れ
た
こ
と
を
端
緒
と
す
る
。
キ
ャ
ド
ベ
リ
ー
報
告
書
は
、
財
務
的

側
面
の
ほ
か
、
英
国
に
お
け
る
取
締
役
会
の
監
督
機
能
の
純
化
、
非
業
務
執
行
取
締
役
の
役
割
の
明
確
化
を
最
初
に
指
摘
・
勧
告
し
た
も

の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
監
督
機
能
の
担
保
の
た
め
の
独
立
性
が
強
調
さ
れ
た
が
、
利
益
相
反
な
ど
に
つ
き
具
体
的
に
い
か
な
る
人
物
で
あ

る
べ
き
か
の
記
述
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
後
、
二
〇
〇
三
年
一
月
ヒ
ッ
グ
ス
委
員
会
報
告
書
に
よ
る
「
非
業
務
執
行
取
締
役
の
役
割

と
効
果
に
関
す
る
検
討
」（R
eview

 of the role and eff ectiveness of non-executive directors

）
が
公
表
さ
れ
、
更
に
二
〇
〇
七
年
│

二
〇
〇
九
年
リ
ー
マ
ン
金
融
危
機
・
経
済
危
機
の
発
生
を
受
け
、
二
〇
〇
九
年
ウ
ォ
ー
カ
ー
・
レ
ビ
ュ
ー
（D

avid W
alker, A

 R
eview

 of 

C
orporate G

overnance in U
K
 B
anks and O

ther F
inancial Industry E

ntities: F
inal R

ecom
m
endations, 

（2009

））
が
発
表
さ
れ
、
二
〇
一
〇

年
統
合
コ
ー
ド
改
正
に
お
い
て
、
よ
う
や
く
具
体
的
、
実
質
的
な
内
容
を
整
え
る
こ
と
と
な
る
（
61
）

。

本
稿
に
お
け
るA

pproved P
ersons

制
度
も
、
こ
う
し
た
英
国
の
非
業
務
執
行
取
締
役
の
概
念
形
成
の
系
譜
に
あ
る
と
い
え
、
同
じ

く
コ
ー
ド
の
中
で
形
成
さ
れ
て
き
た
規
範
概
念
で
あ
る
点
で
親
和
性
・
共
通
性
が
あ
る
が
、
非
業
務
執
行
取
締
役
に
止
ま
ら
ず
、
対
象
を

経
営
層
、
更
に
は
直
近
に
お
い
て
従
業
員
に
ま
で
拡
大
せ
ん
と
し
て
い
る
点
で
は
従
来
の
非
業
務
執
行
取
締
役
に
関
わ
る
議
論
と
は
異
な

四
四
八



英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
とA

pproved P
ersons

制
度
（
藤
川
）

（
七
〇
七
）

る
。A

pproved P
ersons

制
度
は
非
業
務
執
行
取
締
役
の
概
念
か
ら
始
ま
っ
た
が
、
そ
の
対
象
が
拡
大
し
、
内
容
面
で
も
不
定
形
さ
を

増
す
な
ど
裁
量
の
余
地
が
増
え
て
変
質
化
し
つ
つ
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
分
、
規
制
当
局
に
お
け
る
適
用
面
の
恣
意
性
は
増
大
す
る
こ

と
と
な
ろ
う
。

2
．
日
本
版
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
策
定

英
国
で
は
法
制
度
上
債
権
者
の
権
利
が
強
く
、
二
〇
〇
八
年
金
融
危
機
を
契
機
に
株
主
と
し
て
の
機
関
投
資
家
に
対
す
る
中
長
期
的
観

点
か
ら
の
モ
ラ
ル
強
化
を
含
む
機
能
強
化
を
図
る
意
味
合
い
も
あ
っ
て
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
が
切
り
離
さ
れ
て
策
定
さ
れ
た

と
も
考
え
ら
れ
る
。
翻
っ
て
、
我
が
国
で
は
株
主
は
ガ
バ
ナ
ン
ス
機
能
を
担
う
こ
と
と
さ
れ
、
金
融
危
機
に
お
い
て
も
欧
米
ほ
ど
の
金
融

機
関
の
経
営
問
題
は
生
じ
て
は
い
な
い
。
成
長
戦
略
の
一
環
と
し
て
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
意
義
は
重
要
な
も
の
が

あ
る
が
、
我
が
国
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
英
国
に
は
あ
っ
て
我
が
国
に
欠
落
し
て
い
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
策
定
こ

そ
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
。
英
国
の
株
主
・
機
関
投
資
家
の
意
識
に
比
す
れ
ば
我
が
国
株
主
は
中
長
期
的
観
点
か
ら
一
定
程
度
の
自
己
規

律
、
モ
ラ
ル
醸
成
は
図
っ
て
い
る
と
み
ら
れ
、
今
後
は
経
営
者
の
意
識
改
革
に
向
け
、
株
主
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
機
能
発
揮
も
土
台
作
り
、
環

境
整
備
を
早
期
に
進
め
る
こ
と
が
我
が
国
独
自
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
の
観
点
か
ら
必
須
と
な
る
。
遵
守
す
べ
き
名
宛
人
を
経
営
者
と
し
た

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
策
定
の
重
要
性
を
改
め
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
安
倍
晋
三
首
相
は
二
〇
一
四
年
六
月
三
日
経

団
連
講
演
の
中
で
日
本
版
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
策
定
を
成
長
戦
略
に
位
置
付
け
る
方
針
を
表
明
し
、
六
月
一
〇
日
金

融
庁
は
年
金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行
政
法
人
（
Ｇ
Ｐ
Ｉ
Ｆ
）、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ンF

ourth S
w
edish N

ational P
ension F

und

（A
P
4

）、

英
国R
ailw
ay P

ension T
rustee C

om
pany L

im
ited

な
ど
内
外
大
手
年
金
基
金
等
の
一
二
七
機
関
投
資
家
が
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド

シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
受
け
入
れ
を
表
明
し
た
と
発
表
し
た
（
62
）

。

四
四
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
七
〇
八
）

株
主
の
経
営
者
に
対
す
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
機
能
発
揮
に
関
し
て
は
、
①
情
報
入
手
お
よ
び
情
報
開
示
の
体
制
整
備
を
進
め
る
こ
と
が
重
要

で
、
投
資
家
と
し
て
の
金
商
法
と
株
主
と
し
て
の
会
社
法
と
の
齟
齬
、
公
開
会
社
法
未
整
備
に
関
わ
る
問
題
点
が
存
在
す
る
。
上
場
会
社

法
制
整
備
に
向
け
て
、
金
商
法
レ
ベ
ル
の
開
示
へ
ア
ッ
プ
さ
せ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
②
機
関
投
資
家
向
け
の
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ

プ
・
コ
ー
ド
の
実
効
性
確
保
か
ら
も
、
両
コ
ー
ド
の
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
に
つ
き
プ
リ
ン
シ
プ
ル
ベ
ー
ス
で
平
仄
を
合
わ
せ
柔
軟
性
を

持
た
せ
つ
つ
付
与
す
る
な
ど
議
論
が
進
め
ら
れ
よ
う
。
③
金
商
法
と
会
社
法
の
整
合
性
の
一
環
で
、
金
商
法
一
八
条
、
二
一
条
の
二
の
発

行
会
社
に
対
す
る
無
過
失
責
任
追
求
な
ど
株
主
の
間
接
損
害
に
か
か
る
議
論
も
あ
る
。
ま
た
役
員
責
任
追
及
に
お
い
て
、
非
業
務
執
行
取

締
役
に
関
わ
る
利
益
相
反
局
面
の
忠
実
義
務
違
反
が
問
題
と
な
る
と
す
れ
ば
、
厳
格
と
さ
れ
る
忠
実
義
務
に
お
い
て
コ
ー
ド
な
ど
規
範
概

念
の
導
入
に
よ
る
柔
軟
な
対
応
が
将
来
は
判
例
形
成
の
俎
上
に
の
ぼ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
（
63
）

。
コ
ー
ド
の
内
容
の
実
質
化
に
向
け
た
動
き

と
い
え
よ
う
が
、
注
意
義
務
（D

uty of care
）
が
経
営
判
断
原
則
適
用
な
ど
で
骨
抜
き
に
さ
れ
て
き
た
米
国
の
動
向
も
踏
ま
え
、
忠
実
義

務
へ
の
コ
ー
ド
概
念
導
入
に
よ
る
仲
介
項
を
介
し
た
柔
軟
な
適
用
が
却
っ
て
責
任
追
及
の
手
を
緩
め
る
手
段
と
な
っ
て
は
本
末
転
倒
で
あ

る
こ
と
も
注
視
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
非
業
務
執
行
取
締
役
の
情
報
入
手
に
関
し
て
は
、
経
営
者
の
側
の
情
報
入
手
と
い
う
よ
り
も
寧

ろ
株
主
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
立
場
か
ら
み
た
機
能
の
問
題
で
あ
り
、
非
監
査
（
等
）
委
員
で
あ
る
社
外
取
締
役
に
お
け
る
情
報
入
手
確
保
の

体
制
整
備
が
鍵
と
な
る
（
64
）

。
こ
れ
ら
の
問
題
点
を
法
整
備
で
な
く
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
策
定
の
中
で
柔
軟
性
、
機
動

性
を
持
た
せ
て
検
討
し
て
い
く
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
④
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
に
お
け
る
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
強
化
に
関
し

て
は
、
関
連
す
る
会
社
法
制
と
し
て
も
適
正
な
制
度
を
構
築
し
、
適
法
性
を
確
保
す
る
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
る
。
こ
れ
も
ま
た
ス
チ
ュ

ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
と
会
社
法
の
交
錯
と
い
え
よ
う
。
株
主
に
よ
る
委
任
状
勧
誘
に
つ
い
て
は
、
株
主
提
案
に
つ
い
て
書
面
に
よ
る

議
決
権
行
使
は
制
度
上
で
き
る
が
、
支
配
権
争
奪
な
ど
の
深
刻
な
局
面
で
は
機
能
し
に
く
い
。
株
主
提
案
の
理
由
の
記
載
は
濫
用
防
止
の

四
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英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
とA

pproved P
ersons

制
度
（
藤
川
）

（
七
〇
九
）

観
点
か
ら
も
提
案
者
に
お
い
て
は
十
分
満
足
の
い
く
も
の
と
な
ら
な
い
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
が
、
企
業
買
収
よ
り
も
低
廉
な
コ
ス
ト
で
経

営
是
正
を
図
る
手
段
と
し
て
有
効
で
あ
り
、
近
時
は
支
配
権
争
奪
局
面
で
株
主
に
よ
る
委
任
状
勧
誘
が
相
当
程
度
み
ら
れ
る
。
株
主
が
自

ら
の
負
担
で
公
正
に
他
の
株
主
を
説
得
し
、
提
案
の
賛
同
者
を
募
る
手
段
の
確
保
が
求
め
ら
れ
、
書
面
に
よ
る
議
決
権
行
使
制
度
が
確
立

す
る
こ
と
か
ら
、
株
主
に
よ
る
総
会
議
決
権
代
理
行
使
の
勧
誘
も
会
社
法
上
の
制
度
と
す
る
こ
と
が
提
示
さ
れ
る
（
稲
葉
威
雄
弁
護
士
）。

米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
お
け
る
プ
ロ
ク
シ
・
ア
ク
セ
ス
、
セ
イ
オ
ン
ペ
イ
の
議
論
（
65
）

に
も
通
じ
る
部
分
で
あ
り
、
今
後
の
考
察
対
象

と
し
た
い
。
⑤
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
活
動
に
関
し
て
は
、
元
来
我
が
国
に
お
い
て
は
取
り
込
み
に
く
い
側
面
も
な
し
と
せ
ず
、
こ
れ
を
補

う
要
因
と
し
て
持
合
株
式
な
ど
の
日
本
型
経
営
シ
ス
テ
ム
を
通
じ
て
株
主
に
よ
る
責
任
あ
る
投
資
体
制
が
一
定
の
効
果
を
発
揮
し
、
株
主

が
こ
れ
ま
で
は
一
定
の
モ
ラ
ル
と
中
長
期
的
視
野
を
持
ち
経
営
陣
と
接
し
て
き
た
と
い
え
る
。
英
国
に
比
し
、
株
主
に
関
す
る
ス
チ
ュ

ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
導
入
の
必
然
性
は
少
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
も
い
え
よ
う
が
、
近
年
持
合
株
式
の
崩
壊
が
進
み
、
モ
ラ
ル
を

持
つ
株
主
に
よ
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
機
能
発
揮
が
後
退
し
、
逆
に
バ
ブ
ル
経
済
崩
壊
後
、
持
合
株
式
の
有
す
る
負
の
側
面
と
し
て
経
営
陣
の
違

法
性
、
妥
当
性
に
甘
い
側
面
が
ガ
バ
ナ
ン
ス
機
能
欠
如
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
に
至
り
、
機
関
投
資
家
を
含
め
た
株
主
を
名
宛
人
と
す

る
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
導
入
の
必
要
性
は
、
我
が
国
で
英
国
と
は
違
っ
た
独
自
の
様
相
で
急
速
に
高
ま
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を

指
摘
し
て
お
き
た
い
。

3
．
英
国
会
社
法
一
七
二
条
の
一
般
的
義
務
と
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ン
バ
ー
ジ
ェ
ン
ス

ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
内
容
は
、
米
国
型
の
取
締
役
は
株
主
に
対
す
る
信
認
義
務
を
負
う
と
す
る
考
え
方
と
相
容
れ
な
い

面
が
あ
り
、
他
方
で
株
主
も
ま
た
経
営
陣
と
共
に
会
社
に
対
す
る
忠
実
義
務
を
負
う
と
す
る
近
時
の
米
国
判
例
・
議
論
の
傾
向
と
整
合
的

な
要
素
が
あ
る
。
米
国
法
制
に
基
づ
く
我
が
国
会
社
法
に
お
い
て
も
、
会
社
法
制
と
金
商
法
に
つ
き
考
察
し
た
こ
と
が
改
め
て
議
論
さ
れ

四
五
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
七
一
〇
）

よ
う
。
英
国
二
〇
〇
六
年
会
社
法
は
信
認
義
務
と
注
意
義
務
を
一
般
的
義
務
（general duties

）
と
し
て
規
定
し
た
（
66
）

。
会
社
の
成
功
を
促

す
べ
き
義
務
（
一
七
二
条
）
と
し
、
単
な
る
株
主
企
業
で
は
な
い
と
の
株
式
会
社
観
が
背
景
に
あ
る
。
影
の
取
締
役
（shadow

 director

）

も
負
う
旨
が
明
記
さ
れ
（
一
七
〇
条
）、
親
子
会
社
規
律
に
も
及
ぶ
論
点
と
い
え
る
。
監
査
等
委
員
会
制
度
に
お
け
る
非
業
務
取
締
役
の
職

責
に
関
す
る
規
範
と
も
な
り
得
る
内
容
と
な
る
。
ソ
フ
ト
ロ
ー
主
体
の
英
国
に
お
け
る
ハ
ー
ド
ロ
ー
内
の
調
整
・
揺
り
戻
し
と
い
え
る
が
、

か
か
る
テ
ー
マ
は
我
が
国
の
場
合
、
主
と
し
て
日
本
版
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
に
お
い
て
柔
軟
に
調
整
を
図
り
、
ソ
フ

ト
ロ
ー
の
接
点
と
も
い
え
る
金
商
法
、
上
場
規
則
等
で
補
完
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
コ
モ
ン
ロ
ー
と
い
い
つ
つ
、
内
容
の
相
違
す
る
英

国
、
米
国
の
法
制
度
の
狭
間
に
あ
っ
て
二
つ
の
日
本
版
コ
ー
ド
は
米
国
型
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
モ
デ
ル
と
し
て
の
シ
ェ
ア
ホ
ル
ダ
ー
・
タ
イ
プ
、

ド
イ
ツ
型
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
・
タ
イ
プ
等
の
い
づ
れ
と
も
異
な
る
日
本
型
経
営
に
親
和
す
る
独
自
の
企
業
価
値
モ
デ
ル
を
指
向
す
る
試

金
石
と
な
る
。
コ
ー
ド
意
識
は
全
く
受
け
付
け
な
い
と
さ
れ
る
（
67
）

米
国
企
業
社
会
も
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
を
受
容
す
る
機
関
投

資
家
の
増
加
と
相
俟
っ
て
、
コ
ー
ド
が
架
橋
と
な
り
、
将
来
的
に
共
通
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ン
バ
ー
ジ
ェ
ン
ス
を
示
す
可
能
性
も
あ
る
。

逆
に
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
は
ガ
バ
ナ
ン
ス
融
合
化
の
動
き
の
中
で
現
出
し
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
、
英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド

シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
は
従
来
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
モ
デ
ル
間
の
比
較
・
競
争
か
ら
、
上
位
概
念
と
し
て
各
ガ
バ
ナ
ン
ス
モ
デ
ル
と
も
共
生
・
発
展

さ
せ
、
域
外
適
用
と
共
に
究
極
的
に
は
国
毎
に
相
違
す
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実
質
的
な
コ
ン
バ
ー
ジ
ェ
ン
ス
（
収
斂
）
流
れ
を
促
進
さ
せ
る

も
の
と
な
ろ
う
（
68
）

。

4
．
コ
ー
ド
と
法
制
改
革
の
ジ
レ
ン
マ
な
ら
び
に
モ
ラ
ル
形
成

ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
自
体
に
細
目
を
規
定
す
る
こ
と
は
プ
リ
ン
シ
プ
ル
ベ
ー
ス
を
崩
す
こ
と
に
な
り
、
規
範
的
特
質
が
失
わ
れ
て
は

元
も
子
も
な
い
。
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
に
向
け
て
コ
ー
ド
と
法
制
度
の
あ
り
方
を
設
計
す
る
手
法
と
し
て
は
、
①
三
年
ご
と
の
コ
ー
ド
改
訂

四
五
二



英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
とA

pproved P
ersons

制
度
（
藤
川
）

（
七
一
一
）

作
業
に
お
い
て
、
実
効
性
な
ど
を
ト
レ
ー
ス
し
つ
つ
最
低
限
の
修
正
・
加
筆
を
行
う
。
②
コ
ー
ド
と
金
商
法
・
会
社
法
の
双
方
に
整
合
性

を
と
り
つ
つ
、
修
正
内
容
を
盛
り
込
む
。
③
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
に
係
る
部
分
は
金
商
法
・
会
社
法
の
関
連
法
規
則
に
書
き
込
み
、

コ
ー
ド
は
極
力
規
範
た
る
特
色
を
喪
失
し
な
い
も
の
と
す
る
等
が
想
定
で
き
る
。
③
が
あ
り
得
べ
き
手
法
と
も
い
え
る
が
、
実
効
性
確
保

の
た
め
個
々
の
テ
ー
マ
毎
に
配
慮
し
す
ぎ
て
細
か
い
調
整
を
す
る
ほ
ど
規
範
た
る
特
徴
に
マ
イ
ナ
ス
に
跳
ね
返
る
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
が
生

じ
か
ね
な
い
。
米
国
法
制
を
ベ
ー
ス
と
す
る
我
が
国
が
、
長
年
の
日
本
的
経
営
と
し
て
培
っ
た
、
機
関
投
資
家
な
ど
に
お
け
る
米
国
と
は

異
な
っ
た
長
期
的
観
点
か
ら
の
事
実
上
の
良
き
慣
行
の
存
在
を
規
範
た
る
コ
ー
ド
と
し
て
移
し
替
え
ん
と
す
る
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
必
然

的
に
発
生
す
る
フ
リ
ク
シ
ョ
ン
・
コ
ス
ト
と
い
え
よ
う
（
69
）

。
コ
ー
ド
定
着
に
伴
い
、
経
営
陣
の
改
革
に
向
け
た
格
闘
を
通
じ
て
解
消
さ
れ
、

時
間
は
か
か
っ
て
も
米
国
、
英
国
と
も
異
な
る
日
本
型
コ
ー
ド
の
発
展
・
慣
行
化
、
実
効
性
発
揮
に
繋
が
る
は
ず
で
あ
る
。
エ
ン
フ
ォ
ー

ス
メ
ン
ト
に
止
ま
ら
ず
、
Ｅ
Ｒ
Ｍ
の
統
制
環
境
改
善
に
向
け
た
規
制
側
の
通
常
監
督
、
企
業
側
の
普
段
の
努
力
は
欠
か
せ
な
い
。
我
が
国

の
経
営
慣
行
な
ら
び
に
機
関
投
資
家
に
お
け
る
意
識
の
高
さ
は
リ
ー
マ
ン
金
融
危
機
を
み
て
も
コ
ー
ド
本
家
の
英
国
よ
り
も
内
面
で
は

勝
っ
て
き
た
側
面
す
ら
あ
る
と
考
え
る
。
コ
ー
ド
へ
の
移
し
替
え
の
段
階
・
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、
法
制
面
で
名
宛
人
を
投
資
家
と
す
る

金
商
法
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
担
い
手
た
る
株
主
と
す
る
会
社
法
に
お
け
る
調
整
問
題
の
存
在
が
絡
ま
り
、
我
が
国
独
自
の

解
決
す
べ
き
論
点
を
包
含
し
つ
つ
、
今
後
は
コ
ー
ド
レ
ベ
ル
で
も
投
資
家
向
け
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
主
と
し
た
経
営
陣
な
ら
び
に
株
主
向
け

の
二
つ
の
コ
ー
ド
に
分
け
て
実
際
の
行
動
規
範
の
策
定
・
実
行
を
展
開
す
る
局
面
に
入
る
。
会
社
法
と
金
商
法
の
齟
齬
を
埋
め
る
役
割
が

二
つ
の
日
本
版
コ
ー
ド
と
な
り
、
特
に
金
商
法
と
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
を
有
機
的
に
リ
ン
ク
さ
せ
、
企
業
価
値
モ
デ
ル
の
実

効
性
を
確
保
す
る
鍵
の
一
つ
は
非
業
務
執
行
取
締
役
な
ら
び
に
こ
れ
に
対
す
るA

pproved P
ersons

の
実
践
に
あ
る
と
い
う
位
置
づ
け

に
な
ろ
う
か
。
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
の
柱
の
一
つ
と
な
る
監
査
等
委
員
会
導
入
に
し
て
も
、
利
益
相
反
局
面
で
非
業
務
執
行
取
締
役
の
果
た

四
五
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
七
一
二
）

す
べ
き
忠
実
義
務
に
お
け
る
規
範
化
概
念
導
入
な
ど
、
コ
ー
ド
の
存
在
を
抜
き
に
し
て
は
実
効
性
を
保
て
な
い
。
日
本
版
コ
ー
ド
の
独
自

性
を
保
ち
つ
つ
、
我
が
国
法
制
度
と
の
一
体
的
考
察
、
調
整
に
向
け
て
検
討
が
必
要
と
な
る
。

英
国
のA

pproved P
ersons

制
度
も
、
プ
リ
ン
シ
プ
ル
ベ
ー
ス
の
コ
ー
ド
に
準
拠
す
る
と
い
い
つ
つ
、
ル
ー
ル
ブ
ッ
ク
と
も
い
え
る

詳
細
なF

S
A
 H
andbook

に
規
定
を
置
き
、
事
実
上
の
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
と
し
て
企
業
名
公
表
措
置
を
課
し
て
い
る
。
企
業
側
と

し
て
は
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
同
様
に
事
前
防
止
の
た
め
の
対
応
が
必
要
と
な
り
、
ま
た
規
制
当
局
側
も
恣
意
性
の
誹
り
を
受
け
な
い
た
め
に
も
明
確

な
規
準
の
策
定
作
り
の
已
む
無
き
に
到
る
。
ル
ー
ル
ベ
ー
ス
に
逆
戻
り
し
、A

pproved P
ersons

の
事
実
上
の
法
制
化
の
傾
向
と
い
え

な
く
も
な
い
。
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
な
ど
当
局
の
危
機
意
識
の
強
さ
を
示
し
て
も
い
よ
う
（
70
）

。

会
社
制
度
（C

orporete G
overnance

）
の
問
題
は
会
社
法
改
正
に
よ
っ
て
は
解
決
し
な
い
（
71
）

。
我
が
国
に
お
い
て
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ

プ
・
コ
ー
ド
を
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
と
併
存
し
て
機
能
さ
せ
、
会
社
法
改
正
と
セ
ッ
ト
で
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
を
企
図

す
る
場
合
、
各
日
本
版
コ
ー
ド
の
対
象
は
本
来
的
に
は
上
場
・
非
上
場
の
区
別
は
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
基
本
的
に
は
上
場
会
社
を
念

頭
に
置
い
て
策
定
さ
れ
、
あ
る
い
は
上
場
会
社
な
ど
が
自
ら
率
先
し
て
内
外
区
別
な
く
導
入
を
図
る
べ
き
も
の
と
な
る
。
他
方
、
金
融
持

株
会
社
な
ど
の
場
合
、
上
場
持
株
会
社
の
下
で
人
員
、
預
金
な
ど
実
質
上
重
要
な
資
産
は
非
上
場
子
会
社
に
主
と
し
て
存
在
し
、
こ
の
た

め
非
上
場
子
会
社
の
経
営
陣
の
側
か
ら
も
親
会
社
た
る
持
株
会
社
を
超
え
て
機
関
投
資
家
を
直
接
俯
瞰
・
意
識
す
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
。

多
重
代
表
訴
訟
同
様
に
、
コ
ー
ド
の
名
宛
人
で
あ
る
機
関
投
資
家
の
考
察
対
象
と
し
て
は
持
株
会
社
と
子
会
社
を
合
わ
せ
た
連
結
経
営
グ

ル
ー
プ
が
対
象
と
な
り
、
一
体
と
し
て
上
部
に
機
関
投
資
家
が
存
在
す
る
イ
メ
ー
ジ
と
な
る
。
持
株
会
社
設
立
を
隠
れ
蓑
と
し
た
代
表
訴

訟
遮
断
に
よ
る
親
会
社
経
営
陣
の
モ
ラ
ル
低
下
問
題
は
、
多
重
代
表
訴
訟
制
度
創
設
（
八
四
七
条
の
三
）
な
ど
会
社
法
改
正
に
よ
り
一
定

程
度
は
解
決
し
つ
つ
あ
る
と
は
い
え
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
を
進
め
る
上
で
、
法
制
度
か
ら
親
子
会
社
法
制
を
検
討
す
る
に
止
ま
ら
ず
、

四
五
四



英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
とA

pproved P
ersons

制
度
（
藤
川
）

（
七
一
三
）

Ｅ
Ｒ
Ｍ
の
統
制
環
境
の
中
核
と
し
て
の
真
の
モ
ラ
ル
形
成
が
求
め
ら
れ
る
。
コ
ー
ド
意
識
を
伴
っ
た
親
子
会
社
規
律
の
あ
り
方
を
根
本
的

に
問
い
か
け
る
格
好
の
機
会
と
し
て
、
二
つ
の
日
本
版
コ
ー
ド
と
法
制
度
の
一
体
化
は
大
き
な
役
割
を
果
た
し
う
る
と
い
え
よ
う
。
ス

チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
検
討
領
域
を
超
え
て
こ
よ
う
が
、
正
し
く
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
に
正
面
か
ら
取
り
組
む
べ
き
目
標
を
示
し

て
い
よ
う
。

こ
の
他
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
領
域
と
の
比
較
と
し
て
、
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
と
刑
事
訴
追
の
分
断
（separation of prosecutor from

 

enforcer

）、
両
罰
規
定
と
刑
事
・
民
事
罰
、
適
切
な
手
続
き
の
面
（due process concerns

）
の
制
度
設
計
等
も
今
後
の
考
察
対
象
と
な
ろ

う
（
72
）

。（
1
） 

上
田
亮
子
「
英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
に
つ
い
て
」
金
融
庁
「
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
に
関
す
る
有
識
者
検
討

会
」
資
料
（
二
〇
一
三
年
九
月
）、
神
山
哲
也
「
機
関
投
資
家
に
よ
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
強
化
を
志
向
す
る
英
国
」
野
村
資
本
市
場

ク
ォ
ー
タ
リ
ー
夏
号
（
二
〇
一
三
年
）
一
〇
八
│
一
一
五
頁
。S

ergakis, K
onstantinos, T

he U
K
 S
tew
ardship C

ode

：B
ringing the G

ap 

B
etw
een C

om
panies and lnstitutional lnvestors, 47 R

JT
U
M
 109

（2013

）. C
heffi  ns, B

rian, T
he S

tew
ardship C

ode’s A
chiIees’ 

H
eel, L

egal S
tudies R

esearch P
aper S

eries, N
o.28/2011, U

niversity of C
am
bridge. M

icheler, E
va, F

acilitating lnvestor 

E
ngagem

ent and S
tew
ardship, 14 E

B
O
R
 N
o.1, 29

（2013
）.

（
2
） 

英
国
の
二
つ
の
二
〇
一
〇
年
版
コ
ー
ド
に
つ
き
、
中
川
照
行
「「
二
〇
一
〇
年
規
範
」
と
「
監
督
規
範
」
に
よ
る
英
国
の
新
し
い
ガ
バ
ナ
ン
ス

構
造
」
経
営
戦
略
研
究vol.5

（
二
〇
一
二
年
八
月
）
二
五
│
四
一
頁
。

（
3
） 

神
作
裕
之
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
向
上
に
向
け
た
内
外
の
動
向
│
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
を
中
心
と
し
て
│
」『
日
本
経
済

の
活
性
化
に
向
け
た
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
』
商
事
法
務N

o.2030

（
二
〇
一
四
年
四
月
）
一
一
│
二
四
頁
、
東
京
大
学
第
四
六
回
比
較
法
政

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
二
〇
一
四
年
二
月
）
発
言
。F

air P
ensions subm

ission to F
R
C
 S
tew
ardship consultation

（A
pril 2010

）, at 18.

四
五
五



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
七
一
四
）

（
4
） 

内
閣
府
「
目
指
す
べ
き
市
場
経
済
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
専
門
調
査
会
」
報
告
書
（
二
〇
一
三
年
）
一
│
一
九
頁
。

（
5
） 

金
融
庁
「「
責
任
あ
る
機
関
投
資
家
」
の
諸
原
則
《
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
》
〜
投
資
と
対
話
を
通
じ
て
企
業
の
持
続
的
成

長
を
促
す
た
め
に
〜
」
有
識
者
検
討
会
資
料
（
二
〇
一
四
年
二
月
）。

（
6
） 
金
融
庁
・
笠
原
基
和
「
責
任
あ
る
機
関
投
資
家
の
諸
原
則
《
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
》
の
概
要
」
商
事
法
務N

o.2029

（
二
〇
一
四
年
四
月
）
五
九
│
七
一
頁
。

（
7
） 

中
西
和
幸
・
小
磯
孝
二
・
柴
田
堅
太
郎
・
辻
拓
一
郎
「
社
外
取
締
役
を
選
任
す
る
こ
と
が
相
当
で
な
い
理
由
」
商
事
法
務N

o.2025

（
二
〇
一
四
年
二
月
）
一
四
│
二
四
頁
、
佐
藤
寿
彦
「
社
外
取
締
役
が
い
な
い
会
社
に
求
め
ら
れ
る
説
明
│
英
国
に
お
け
る
議
論
と
投
資
家
へ
の
ヒ

ヤ
リ
ン
グ
を
踏
ま
え
て
│
」N

o.2024

（
二
〇
一
四
年
二
月
）
一
二
│
二
一
頁
、
長
谷
川
俊
明
「
株
主
総
会
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
」
日
本
大
学
比
較
法

研
究
所
講
演
（
二
〇
一
四
年
三
月
）。

（
8
） 

金
融
庁
資
料
「
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
策
定
を
踏
ま
え
た
法
的
論
点
に
係
る
考
え
方
の
整
理
」（
二
〇
一
四
年
二
月
）。

（
9
） 

二
〇
一
四
年
三
月
筆
者
が
従
前
勤
務
し
て
い
た
日
本
政
策
投
資
銀
行
（
Ｄ
Ｂ
Ｊ
）
のL

ondon

現
地
法
人D

B
J E
urope L

im
ited

（L
evel 

20, 125 O
ld B
road S

treet L
ondon E

C
2N
 1A
R
, U
K

、
資
本
金
七
五
〇
万
ユ
ー
ロ
）
に
資
料
収
集
・
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
を
行
っ
た
。
シ
テ
ィ
地
区

B
ank of E

ngland

、R
oyal E

xchange

に
隣
接
し
、
先
方
はH

iroyuki K
ato

・C
E
O

（C
hief E

xecutive O
ffi  cer

）、H
ideyuki N

agahiro

・

C
O
O

（C
hief O

perating O
ffi  cer

）。
欧
州
・
中
東
地
域
等
の
投
融
資
・
Ｍ
＆
Ａ
サ
ー
ビ
ス
、
顧
客
支
援
提
供
等
を
目
的
に
ロ
ン
ド
ン
駐
在
員
事

務
所
を
現
地
法
人
化
し
Ｄ
Ｂ
Ｊ
全
額
出
資
子
会
社
と
し
て
設
立
さ
れ
た
。
英
国
Ｆ
Ｓ
Ａ
の
業
務
認
可
取
得
を
受
け
二
〇
〇
九
年
一
一
月
業
務
開
始
。

（
10
） T

he U
K
 C
orporate G

overnance C
ode, S

eptem
ber 2012. http://w

w
w
.hm
-treasury.gov.uk/w

alker_review
_inform

ation.htm

（
最
新
版
の
二
〇
一
二
年
版
コ
ー
ド
）

（
11
） 

正
井
章
筰
「
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
め
ぐ
る
議
論
│
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
フ
ォ
ー
ラ
ム

の
声
明
を
中
心
と
し
て
│
」
比
較
法
学
四
三
巻
一
号
（
二
〇
〇
九
年
四
月
）
一
│
四
六
頁
、
津
村
健
二
郎
「
英
国
の
金
融
監
督
体
制
の
変
更
」

Ｊ
Ｂ
Ｓ
情
報
セ
ン
サ
ーV

ol.84 July 2013 

一
│
二
頁
、
小
立
敬
「
英
国
の
新
た
な
金
融
監
督
体
制
│
マ
ク
ロ
プ
ル
ー
デ
ン
ス
に
重
点
を
置
い
た
体

制
づ
く
り
」
月
刊
資
本
市
場N

o.323

（
二
〇
一
二
年
七
月
）
二
八
│
三
四
頁
。

四
五
六



英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
とA

pproved P
ersons

制
度
（
藤
川
）

（
七
一
五
）

（
12
） 

Ｆ
Ｃ
Ａ
は
二
〇
〇
〇
│
三
〇
〇
〇
社
、
Ｒ
Ｐ
Ａ
は
五
〇
│
六
〇
の
銀
行
が
対
象
と
さ
れ
る
。

（
13
） 

林
孝
宗
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
展
開
│
非
業
務
執
行
取
締
役
の
役
割
と
注
意
義
務
を
中
心
に
│
」
社
学
研
論

集V
ol. 17

（
二
〇
一
一
年
三
月
）
二
四
七
│
二
六
三
頁
。

（
14
） http://w

w
w
.fsa.gov.uk/doing/regulated/approved/persons

（
15
） http://w

w
w
.dbj.jp/en/co/info/governance.htm

l

（
16
） C

redit F
undation

、G
eneral C

ontrol

、
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ａ
Ｐ
（the Internal C

apital A
dequacy P

rocess

）、L
iquidity R

isk C
ontrol

、

O
perating R

isk.

（
17
） 

バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
の
二
〇
一
一
年
一
二
月
市
中
協
議
文
書
「
銀
行
の
内
部
監
査
機
能
」
で
は
原
則
一
三
説
明
文
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
五
五

に
三
つ
の
防
衛
線
モ
デ
ル
が
示
さ
れ
る
。
最
終
文
書
（
パ
ラ
グ
ラ
フ
六
〇
）
は
「
銀
行
の
業
務
部
門
、
管
理
部
門
お
よ
び
内
部
監
査
部
門
の
関
係
は

三
つ
の
防
衛
線
の
モ
デ
ル
を
使
っ
て
説
明
で
き
る
」。
パ
ラ
グ
ラ
フ
五
六
は
、「
あ
る
防
衛
線
の
不
備
は
原
則
と
し
て
他
の
防
衛
線
で
検
知
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」。
し
か
し
最
終
文
書
（
パ
ラ
グ
ラ
フ
六
一
）
で
は
、「
内
部
統
制
の
責
任
は
一
つ
の
防
衛
線
か
ら
次
の
防
衛
線
（the next line

）

に
移
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
修
正
さ
れ
た
。
英
国
銀
行
協
会
（
Ｂ
Ｂ
Ａ
）
は
「
下
流
の
防
衛
線
は
上
流
の
防
衛
線
の
不
備
を
検
知
す
る
べ
き
で
あ
る

が
、
反
対
に
第
一
お
よ
び
第
二
の
防
衛
線
が
内
部
監
査
（
第
三
の
防
衛
線
）
の
不
備
を
検
知
す
る
こ
と
は
期
待
さ
れ
な
い
。
誤
解
を
避
け
る
た
め
明

確
に
す
べ
き
」
と
い
う
意
見
を
出
し
た
。
原
則
一
四
は
、「
グ
ル
ー
プ
企
業
や
持
株
会
社
に
お
け
る
内
部
監
査
は
親
銀
行
に
よ
っ
て
一
元
的
に
整
備

さ
れ
る
」。
日
本
内
部
監
査
協
会
Ｃ
Ｉ
Ａ
フ
ォ
ー
ラ
ム
研
究
会
報
告
「
バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
「
銀
行
の
内
部
監
査
機
能
」
の
最
終
文
書
に
お

け
る
市
中
協
議
文
書
か
ら
の
変
更
箇
所
及
び
市
中
協
議
文
書
に
対
す
る
各
機
関
の
コ
メ
ン
ト
に
つ
い
て
の
調
査
研
究
」
研
究
会N

o.24 

月
刊
監
査

研
究N

o.473

（
二
〇
一
三
年
四
月
）
二
一
│
二
九
頁
。

（
18
） 

ボ
ッ
ク
ス
・
チ
ェ
ッ
ク
型
リ
ス
ク
チ
ェ
ッ
ク
で
、
重
要
性
を
有
す
る
部
分
を
主
に
調
べ
る
。

（
19
） F
inancial S

ervices A
uthority, F

IN
A
L
 N
O
T
IC
E
 T
o:M
itsui S

um
itom
o Insurance C

om
pany 

（E
urope

） L
td, D

ate: 8 M
ay 

2012, http://w
w
w
.fsa.gov.uk/static/pubs/fi nal/m

sicel.pdf, http://w
w
w
.fca.org.uk/static/docum

ents/annual-report/fsa-annual-

report-appendix-2.pdf

四
五
七



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
七
一
六
）

（
20
） 

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
、S

ystem
 and C

ontrol

の
不
備
、
関
連
し
て
ビ
ジ
ネ
ス
戦
略
の
変
更
に
お
い
て
はB

oard

に
よ
る
注
意
深

い
監
視
が
必
要
と
し
、
Ｅ
Ｒ
Ｍ
に
繋
が
る
。
ま
たB

oard

機
能
を
十
全
に
発
揮
し
、
効
率
的
な
監
視
と
分
担
を
可
能
に
す
る
た
め
に
は
良
質
で
十

分
な
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
層
か
ら
の
情
報
が
必
要
で
新
分
野
ビ
ジ
ネ
ス
、
英
国
規
制
に
関
す
る
十
分
な
理
解
が
求
め
ら
れ
る
。
新
分
野
進
出
に
当
た
り
、

英
国
規
制
が
要
求
す
る
資
本
の
積
み
上
げ
な
ど
、
特
に
Ｆ
Ｓ
Ａ
プ
リ
ン
シ
プ
ル
原
則
三
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
で
あ
り
、F

S
A
 F
inal N

otice

を

み
る
限
り
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
、
内
部
統
制
の
対
象
を
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
し
、
我
が
国
会
社
法
に
お
け
る
内
部
統
制
の
構
造
と
類

似
す
る
。
三
つ
の
防
衛
線
モ
デ
ル
に
基
づ
い
た
経
営
陣
の
義
務
と
責
任
の
分
離
を
求
め
、
対
象
の
本
邦
企
業
は
新
Ｃ
Ｅ
Ｏ
、
二
名
の
独
立
Ｎ
Ｅ
Ｄ

（
非
業
務
執
行
取
締
役
）
等
の
配
置
に
よ
り
改
善
さ
れ
、
課
徴
金
軽
減
（
一
、四
三
五
、〇
〇
〇
ポ
ン
ド
の
軽
減
）
に
繋
が
っ
た
と
さ
れ
る
。

（
21
） 

金
融
庁
報
告
書
「
諸
外
国
に
お
け
る
金
融
機
関
の
マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ
対
策
に
係
る
調
査
」
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
リ
サ
ー
チ
＆
コ
ン
サ
ル
テ
ィ

ン
グ
（
二
〇
一
三
年
二
月
）
一
│
五
四
頁
。
米
国
は
「
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
四
〇
の
勧
告
お
よ
び
九
の
特
別
勧
告
の
履
行
状
況
審
査
の
た
め
の
メ
ソ
ド
ロ

ジ
ー
」
に
お
け
る
勧
告
五
に
対
応
す
る
規
制
制
定
の
過
程
に
あ
る
た
め
、
現
時
点
で
は
米
国
資
金
情
報
機
関
（
Ｆ
Ｉ
Ｕ
）
の
財
務
省
金
融
犯
罪
取
締

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（F

inancial C
rim
es E

nforcem
ent N

etw
ork F

inC
E
N

）
が
二
〇
一
二
年
二
月
公
表
し
た
規
制
案
提
案
に
向
け
た
事
前
通
達

（advance notice of proposed rulem
aking

）
が
参
考
と
な
る
。
金
融
犯
罪
に
対
し
て
はM

oney L
aundering R

eporting O
ffi  cer

（
Ｍ
Ｌ
Ｒ
Ｏ
）

を
一
名
置
き
、
金
融
機
関
の
関
連
情
報
を
監
督
当
局
に
報
告
す
る
。
金
融
犯
罪
に
対
す
る
内
部
統
制
（S

ystem
 and C

ontrol

）
の
構
築
が
求
め
ら

れ
、
金
融
犯
罪
処
罰
の
根
拠
法
規
制
は
二
〇
〇
七
年
資
金
洗
浄
規
則
（
両
罰
規
定
）、F

C
A
 H
andbook

（
罰
金
）
の
二
つ
と
な
る
。

（
22
） F

inancial C
onduct A

uthority, D
E
C
IS
IO
N
 N
O
T
IC
E
 T
o: S
tandard B

ank P
L
C
, D
ate:22 January 2014, http://w

w
w
.fca.org.

uk/static/docum
ents/decision-notices/standard-bank-plc.pdf

（
23
） E

ffective Internal A
udit in the F

inancial S
ervices S

ector, R
ecom

m
endations from

 the C
om
m
ittee on Internal A

udit 

G
uidance for F

inancial S
ervices, C

harted Institute of Internal A
uditors, July 2013, http://w

w
w
.iia.org.uk/m

edia/354788/0758_

eff ective_internal_audit_fi nancial_w
ebfi nal.pdf

（
24
） 

英
国
Ｆ
Ｃ
Ａ
の
監
督
ア
プ
ロ
ー
チ
も
変
化
し
つ
つ
あ
り
、
近
時
はH

i R
isk

、M
iddle R

isk

、L
ow
 R
isk

の
三
分
類
の
う
ちH

i R
isk

は
年

一
回
、M

iddle R
isk

は
四
年
に
一
回
程
度
の
チ
ェ
ッ
ク
を
金
融
機
関
に
か
け
、Internal A

udit

責
任
者
に
直
接
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
を
行
い
、
年
間
の

四
五
八



英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
とA

pproved P
ersons

制
度
（
藤
川
）

（
七
一
七
）

監
査
計
画
提
出
を
求
め
て
い
る
。

（
25
） 

内
部
監
査
部
は
Ｆ
Ｃ
Ａ
の
手
下
と
称
さ
れ
て
い
る
。

（
26
） 
英
国
シ
テ
ィ
の
産
業
化
と
し
て
（
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
政
策
）、
会
計
事
務
所
繁
忙
に
繋
が
る
。

（
27
） F

inancial crim
e: a guide for fi rm

s P
art1: A

 fi rm
’s guide to preventing fi nancial crim

e, F
inancial C

onduct A
uthority, A

pril 

2013, http://m
edia.fshandbook.info/H

andbook/F
C
1_F
C
A
_20130401.pdf, http://m

edia.fshandbook.info/H
andbook/F

C
2_

F
C
A
_20130401.pdf

（
28
） 

拙
稿
「
新
た
な
国
際
汚
職
行
為
防
止
法
の
考
察
│
域
外
適
用
とR

ed F
lag

対
処
義
務
│
」
政
経
研
究
第
五
〇
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

六
〇
九
│
六
五
四
頁
。
Ｕ
Ｋ
Ｂ
Ａ
はF

acility P
aym
ent

と
し
て
の
僅
少
な
金
額
の
賄
賂
も
認
め
て
お
ら
ず
、
厳
格
で
あ
る
。

（
29
） 

近
時
、
代
表
的
な
再
保
険
ブ
ロ
ー
カ
ー
の
ウ
ィ
リ
ス
・
リ
ミ
テ
ッ
ド
（
英
国
）
が
賄
賂
のagent

の
件
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

（
30
） 

海
外
汚
職
問
題
の
リ
ス
ク
管
理
は
会
社
の
贈
賄
リ
ス
ク
の
直
視
・
把
握
、
贈
賄
リ
ス
ク
を
踏
ま
え
た
詳
細
な
社
内
規
定
整
備
、
リ
ス
ク
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
の
合
理
的
手
順
や
仕
組
み
の
設
定
の
三
つ
に
集
約
さ
れ
る
。
髙
巖
「
外
国
公
務
員
贈
賄
防
止
に
係
わ
る
内
部
統
制
ガ
イ
ダ
ン
ス
」
麗
澤
大
学

企
業
倫
理
研
究
セ
ン
タ
ー
（
二
〇
一
四
年
三
月
）
一
│
一
九
六
頁
。

（
31
） 

“D
B
J E
ourope L

im
ited A

pproved P
ersons T

raining” T
im
 L
ew
is, H

eenal V
asu, T

R
A
V
E
R
S
 S
M
IT
H
, 27 F

ebruary 2014. 

（
32
） 

金
融
危
機
の
反
省
か
ら
事
前
予
防
の
観
点
で
年
一
回
の
事
後
的
チ
ェ
ッ
ク
型
金
融
検
査
で
な
く
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
に
焦
点
を
当
て

た
日
常
監
督
が
重
視
さ
れ
、
所
要
の
能
力
を
備
え
た
Ｃ
Ｅ
Ｏ
な
ど
が
自
ら
Ｆ
Ｃ
Ａ
等
と
普
段
か
ら
綿
密
に
接
す
る
こ
と
が
必
要
でA

pproved 

P
ersons

が
意
義
を
持
つ
。

（
33
） F

C
A
 A
P
E
R
 rulebook. 

原
則
一
はIntegrity

、
原
則
二
はS

kill

、care and diligence

、
原
則
四
はP

roper standard of m
arket 

conduct

、
原
則
三
はD

ealing w
ith the F

C
A

（and the P
R
A
 and other regulators

）
と
な
り
、P

rinciples 

に
対
応
す
る
。http://

fshandbook.info/F
S
/htm

l/handbook/A
P
E
R

（
34
） 

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
構
築
に
お
け
るR

ed F
lag

（
危
険
な
徴
候
）
の
認
識
と
従
業
員
教
育
、
経
営
判
断
・
妥
当
性
と
の
関
わ

り
な
ど
に
関
し
て
、
藤
川
・
前
掲
注（
28
）参
照
。

四
五
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
七
一
八
）

（
35
） 

“D
B
J E
ourope L

im
ited G

overnance and control of risk”
（
36
） http://fshandbook.info/F

S
/htm

l/handbook/P
R
IN
/2/1 

（
37
） http://fshandbook.info/F

S
/htm

l/F
C
A
/S
Y
S
C
/4/1

（
38
） 
①
Ｕ
Ｂ
Ｓ
（U

nion B
ank of S

w
itzerland

）
事
件
（
詐
欺
事
件
に
お
け
る
内
部
統
制
不
備
、
二
〇
一
二
年
）、
②
Ｈ
Ｂ
Ｏ
Ｓ
（B

ank of 

S
cotland

）
事
件
（
拡
大
戦
略
に
お
け
る
不
十
分
な
リ
ス
ク
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
、
二
〇
一
二
年
）、
③B

arclays, U
B
S
, R
abobank and R

B
S

（R
oyal B

ank of S
cotland

）
事
件
（
ロ
ン
ド
ン
市
場
の
イ
ン
タ
ー
バ
ン
ク
取
引
金
利
で
あ
る
Ｌ
Ｉ
Ｂ
Ｏ
Ｒ
不
正
、
二
〇
一
二
年
）。
Ｈ
Ｂ
Ｏ
Ｓ
事

件
は
既
述
のM

itsui S
um
itom
o Insurance C

om
pany 

（E
urope

）
事
件
と
類
似
し
よ
う
。
①F

S
A
 fi nes U

B
S
 £29.7 m

illion for 

signifi cant failings in not preventing large scale unauthorised trading, F
S
A
/P
N
/105/2012, 26 N

ov 2012. http://w
w
w
.fsa.gov.

uk/library/com
m
unication/pr/2012/105.shtm

l. 

②F
S
A
 issues ban and fi ne of £500, 000 against form

er H
B
O
S
 executive, P

eter 

C
um
m
ings, F

S
A
/P
N
/087/2012, 12 S

ep 2012. http://w
w
w
.fsa.gov.uk/library/com

m
unication/pr/2012/087.shtm

l, 

③F
inancial 

S
ervices A

uthority F
IN
A
L
 N
O
T
IC
E
 T
o: B
arclays B

ank P
lc, F

S
A
 R
eference N

um
ber: 122702, D

ate: 27 June 2012. http://

w
w
w
.fsa.gov.uk/static/pubs/fi nal/barclays-jun12. pdf. R

B
S

に
つ
い
て
、“R

B
S
 and L

loyds sued in N
ew
 Y
ork over libor scandal”, 

F
riday 14 M

arch 2014, http://w
w
w
.heraldscotland.com

/new
s/hom

e-new
s/rbs-and-lloyds-sued-in-new

-york-over-libor-

scandal.1394835564

（
39
） T

he F
C
A

’s A
pproach to S

upervision for C
2 firm

s and groups, M
arch 2014. http://w

w
w
.fca.org.uk/static/docum

ents/

corporate/approach-to-supervision-c2-guide.pdf

（
40
） F

C
A
 F
A
C
T
S
H
E
E
T
 H
ow
 the F

C
A
 w
ill supervise fi rm

s, http://w
w
w
.fca.org.uk/static/fca/docum

ents/factsheet.pdf

（
41
） 

バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
に
よ
る
新
バ
ー
ゼ
ル
Ⅲ
の
枠
組
み
で
金
融
機
関
の
所
要
自
己
資
本
構
成
はP

illar1

、
資
本
保
全
バ
ッ
フ
ァ
ー
、

カ
ウ
ン
タ
ー
シ
ク
リ
カ
ル
・
バ
ッ
フ
ァ
ー
、G

-S
IF
I/N
-S
IF
I

バ
ッ
フ
ァ
ー
、P

illar2 

の
合
計
と
な
る
。G

-S
IF
I/N
-S
IF
I

バ
ッ
フ
ァ
ー
は
グ

ロ
ー
バ
ル
な
シ
ス
テ
ム
上
重
要
な
金
融
機
関
（G

-S
IF
I

）、
国
内
の
シ
ス
テ
ム
上
重
要
な
金
融
機
関
（N

-S
IF
I

）
に
付
加
さ
れ
る
資
本
サ
ー

チ
ャ
ー
ジ
で
あ
る
。「
次
の
危
機
に
備
え
た
金
融
シ
ス
テ
ム
の
構
築 

現
下
の
対
症
療
法
的
対
策
の
問
題
点
を
踏
ま
え
た
提
案
」N

IR
A

研
究
報
告
書

四
六
〇



英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
とA

pproved P
ersons

制
度
（
藤
川
）

（
七
一
九
）

（
二
〇
〇
九
年
）、「
上
昇
す
る
か
？
減
損
提
案
が
規
制
上
の
自
己
資
本
に
与
え
る
影
響
」D
eloitte L

L
P

（
二
〇
一
三
年
）。

（
42
） 

田
村
俊
夫
「
ア
ク
テ
ィ
ビ
ス
ト
・
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
と
企
業
統
治
革
命
│
「
所
有
と
経
営
の
分
離
」
の
終
わ
り
の
始
ま
り
？
│
」
証
券
ア
ナ
リ

ス
ト
協
会
講
演
（
二
〇
一
四
年
二
月
）。
ま
た
米
国
の
二
〇
一
三
年
株
主
総
会
に
お
け
る
新
た
な
変
化
と
し
て
、
経
営
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
ベ

ン
チ
マ
ー
ク
と
し
て
の
コ
ン
シ
ャ
ス
・
キ
ャ
ピ
タ
リ
ズ
ム
（
意
識
の
高
い
資
本
主
義
）
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
。
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
の
向
上
、
変

化
を
乗
り
越
え
て
成
長
を
持
続
さ
せ
る
リ
ス
ク
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
骨
子
と
す
る
。
佐
藤
剛
「「
ア
メ
リ
カ
の
社
外
取
締
役
の
独
立
性
向
上
へ
の
挑
戦
」

│
そ
の
歴
史
的
変
遷
と
新
し
い
動
き
を
Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｄ
（
全
米
取
締
役
協
会
）
の
活
動
か
ら
報
告
│
」
日
本
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
（
二
〇
一
四
年
八
月
五
日
）。
米
国
に
お
け
る
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
趣
旨
と
整
合
性
の
あ
る
新
た
な
動
向
と
も
い
え
よ
う
か
。

（
43
） 

も
っ
と
もW

eb
サ
イ
ト
等
で
Ｆ
Ｃ
Ａ
（
Ｆ
Ｓ
Ａ
）
等
と
併
記
さ
れ
る
こ
と
も
散
見
さ
れ
、
実
質
的
に
は
Ｆ
Ｃ
Ａ
な
ど
と
し
て
Ｆ
Ａ
Ｓ
の
実
質

は
存
続
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。

（
44
） 

金
融
庁
は
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
な
ど
通
常
監
督
に
十
分
な
人
員
は
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

（
45
）M

S
IE
u is 100%

 ow
ned by the H

olding C
om
pany w

hich is in turn ow
ned by the P

arent C
om
pany. 

… It is now
 part of the 

Japanese M
S
&
A
D
 G
roup w

hich is one of the w
orld’s largest non-life insurance groups. 

前
掲
注（
12
）。

（
46
） 

私
見
で
あ
る
が
、
英
国
子
会
社
は
非
上
場
企
業
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
直
接
適
用
の
ケ
ー
ス
で
は
な
い
と

も
考
え
ら
れ
る
が
、
完
全
子
会
社
で
あ
る
こ
と
を
処
分
事
由
に
掲
げ
て
お
り
、
明
示
は
し
て
い
な
い
が
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
も
念
頭

に
置
い
て
処
分
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
二
つ
の
コ
ー
ド
を
合
わ
せ
た
全
体
の
規
範
を
適
用
し
た
事
案
と
い
え
よ
う
。
加
え
て
、F

inal N
otice

を

読
ん
で
も
、
英
国
に
お
け
る
金
融
機
関
の
監
督
手
法
（
Ａ
Ｒ
Ｒ
Ｏ
Ｗ
）
の
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
・
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
に
従
っ
た
も
の
で
、

breaches of P
rinsiple 3 of F

S
A
 P
rinsples

、A
pproved persons

適
用
の
文
言
は
あ
る
が
、
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
の
名
称
・
根
拠
な
ど
に

つ
い
て
は
必
ず
し
も
明
確
に
さ
れ
な
い
。
全
体
と
し
て
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
を
適
用
し
た
の
か
否
か
も
含
め
、
不
透
明
さ
が
残
る
印

象
を
受
け
る
。
他
方
、
同
じ
くA

pproved persons

制
度
が
適
用
さ
れ
た
リ
ス
ク
・
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
案
件
で
あ
る
Ｈ
Ｂ
Ｏ
Ｓ
事
件
（
二
〇
一
二
年
）

で
は
（
前
掲
注（
38
））、
処
分
事
由
は
Ｆ
Ｓ
Ａ
の
コ
ー
ド
原
則
違
反
（breaching S

tatem
ent of P

rinciple 6 of the F
S
A

’s C
ode of P

ractice 

for A
pproved P

ersons

）、
ペ
ナ
ル
テ
ィ
に
つ
い
て
は
コ
ー
ド
原
則
で
な
く
、
二
〇
〇
〇
年
金
融
サ
ー
ビ
ス
市
場
法
第
六
六
条
（section 66 of 

四
六
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
七
二
〇
）

the F
inancial S

ervices and M
arkets A

ct 2000

）
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
点
が
明
記
さ
れ
る
。
Ｃ
Ｅ
Ｏ
個
人
に
対
す
る
罰
金
と
し
て
は
過
去
最

大
の
五
〇
〇
、〇
〇
〇
ポ
ン
ド
の
罰
金
を
課
し
て
い
る
。
処
分
の
根
拠
を
コ
ー
ド
と
し
つ
つ
、
エ
ン
フ
ェ
ー
ス
メ
ン
ト
は
法
制
度
に
依
拠
し
て
お
り
、

ル
ー
ル
ベ
ー
ス
と
し
て
の
強
行
法
規
性
が
強
ま
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
。
Ｍ
Ｓ
Ｉ
Ｅ
ｕ
事
案
と
ほ
ぼ
同
一
内
容
で
あ
り
、
両
案
件
は
、
拡
大
戦
略
に

お
け
る
不
十
分
な
リ
ス
ク
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
問
題
視
し
た
点
で
は
類
似
性
が
高
い
が
、
英
国
国
内
事
案
に
対
し
て
は
適
用
法
規
な
ど
を
明
示
し
て
い

る
こ
と
と
比
べ
て
も
、
海
外
案
件
に
対
す
る
規
制
当
局
側
の
恣
意
性
を
伺
う
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
も
っ
と
も
、
損
失
計
上
で
は
な
く
、
人
事
ロ
ー

テ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
計
数
化
し
難
い
点
を
問
題
視
す
る
限
り
は
、
こ
う
し
た
不
透
明
さ
が
残
る
こ
と
に
已
む
を
得
な
い
側
面
も
あ
ろ
う
。
ま
た
金
融

サ
ー
ビ
ス
市
場
法
は
、
二
〇
〇
〇
年
に
上
場
関
連
の
権
限
が
Ｌ
Ｓ
Ｅ
（
ロ
ン
ド
ン
証
券
取
引
所
）
か
ら
Ｆ
Ｓ
Ａ
（
金
融
サ
ー
ビ
ス
機
構
）
に
移
さ
れ

た
折
、
上
場
規
則
違
反
の
制
裁
規
定
が
置
か
れ
、
統
合
規
範
の
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
に
繋
が
っ
た
も
の
で
あ
る
（
こ
の
点
は
、
林
孝
宗
・
前
掲
註

（
13
）二
六
一
頁
参
照
。A

lan D
ignam

, C
apturing corporate governance: T

he end of the U
K
 self-regulating system

, 

（2006

） vol.4 

（1

）, International Journal of D
isclosure and G

overnance, at p.24

）。
従
っ
て
、
上
場
・
非
上
場
に
よ
る
扱
い
の
相
違
は
存
在
す
る
こ
と
も

否
め
な
い
。
対
象
が
非
上
場
の
場
合
は
、
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
の
根
拠
が
明
確
な
法
で
は
な
く
コ
ー
ド
な
ど
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。

こ
の
点
は
、
更
な
る
考
察
対
象
と
し
た
い
。
何
れ
に
し
て
も
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
と
米
国
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
に
お
け
る
共
謀
罪
は
、
各
々
媒

介
・
仲
介
項
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
で
、
背
後
に
あ
る
Ｆ
Ｃ
Ａ
ル
ー
ル
、
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
広
範
な
罰
条
の
適
用
が
可
能
と
な
る
点
で
、
共
通
性
が
あ
る

と
い
え
よ
う
。

（
47
） 

現
地
孫
会
社
な
ど
現
地
子
会
社
が
中
間
持
株
会
社
形
態
を
と
る
場
合
が
想
定
で
き
る
。
域
外
適
用
と
い
っ
て
も
、
現
地
法
人
自
体
は
英
国
に
存

在
し
、
効
果
主
義
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
く
、
客
観
的
属
地
主
義
に
基
づ
く
も
の
で
、
英
国
版
コ
ー
ド
の
域
内
適
用
と
い
っ
た
方
が
正
確
か
も
し
れ

な
い
。
ま
た
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
適
用
と
し
て
は
、
投
資
先
は
英
国
に
あ
る
が
、
本
社
は
日
本
本
国
に
あ
り
、
こ
れ
も
日
本

版
コ
ー
ド
の
域
内
適
用
と
し
て
扱
う
こ
と
も
で
き
よ
う
か
。
拙
稿
「
国
際
取
引
に
お
け
る
域
外
適
用
ル
ー
ル
統
一
化
な
ら
び
に
秩
序
形
成
に
向
け

て
」
日
本
法
学
第
七
九
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）
一
│
七
三
頁
参
照
。

（
48
） 

野
田
博
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
お
け
る
法
と
社
会
規
範
に
つ
い
て
の
一
考
察
」C

O
E
S
O
F
T
L
A
W

（
二
〇
〇
四
年
一
〇
月
）
一

│
二
〇
頁
、
同
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
お
け
る
法
の
役
割
」
柴
田
和
史
・
野
田
博
編
『
会
社
法
の
現
代
的
課
題
』
法
政
大
学
現
代
法
研

四
六
二



英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
とA

pproved P
ersons

制
度
（
藤
川
）

（
七
二
一
）

究
所
（
二
〇
〇
四
年
）
五
九
頁
。
川
島
い
づ
み
・
中
村
信
男
「
イ
ギ
リ
ス
二
〇
〇
六
年
会
社
法
（
一
）
│
（
一
五
完
）」
比
較
法
学
第
四
一
巻
第
二

号
│
第
四
六
巻
第
二
号
。

（
49
） 
大
杉
謙
一
「
ア
メ
リ
カ
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
論
・
再
論
（
下　

そ
の
一
）
│
お
よ
び
『
日
本
的
経
営
』
の
法
と
経
済
学
│
」
都

法
四
四
巻
二
号
（
二
〇
〇
四
年
）
一
四
五
頁
、
一
九
二
頁
。

（
50
） 

松
嶋
隆
弘
「
イ
ギ
リ
ス
法
に
お
け
る
デ
ッ
ト
・
エ
ク
イ
テ
ィ
・
ス
ワ
ッ
プ
〜
日
本
法
と
の
比
較
を
中
心
に
〜
」
日
本
大
学
民
事
法
・
商
事
法
合

同
研
究
会
（
二
〇
一
四
年
五
月
）
一
二
│
一
八
頁
参
照
。

（
51
） 

倒
産
局
面
の
議
論
と
ゴ
ー
イ
ン
グ
・
コ
ン
サ
ー
ン
が
前
提
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
議
論
を
同
じ
レ
ベ
ル
で
考
察
す
る
こ
と
に
は
難

点
も
あ
ろ
う
が
、
強
行
法
で
な
く
規
範
の
実
効
性
を
考
え
る
上
で
は
一
定
の
意
味
合
い
も
あ
ろ
う
。
英
国
で
は
債
権
者
の
権
利
が
強
く
企
業
再
生
で

な
く
倒
産
手
続
き
を
図
る
方
向
性
と
符
合
す
る
が
、
米
国
型
チ
ャ
プ
タ
ー
一
一
と
逆
の
方
向
性
と
な
る
。
か
か
る
制
度
下
で
英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド

シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
に
よ
る
改
革
を
進
め
て
き
た
と
す
れ
ば
、
逆
に
我
が
国
は
株
主
の
一
定
の
権
利
保
護
は
図
ら
れ
、
日
本
版
コ
ー
ド
導
入
の
余
地
は

縮
減
さ
れ
た
も
の
と
な
る
と
い
う
方
向
性
も
バ
ラ
ン
ス
上
考
え
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
我
が
国
の
株
主
権
利
に
つ
い
て
は
会
社
法
と
金
商
法
上
の
齟
齬

の
問
題
が
あ
り
、
現
状
で
決
し
て
十
分
と
は
い
え
な
い
。
株
主
と
し
て
の
機
関
投
資
家
に
対
す
る
要
求
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド

シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
、
株
主
が
経
営
者
に
対
し
て
規
律
を
求
め
、
あ
る
い
は
経
営
陣
が
自
己
規
律
を
図
る
と
い
う
位
置
づ
け
が
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ

ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
と
な
る
が
、
我
が
国
は
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
に
占
め
る
後
者
の
比
重
が
相
対
的
に
英
国
よ
り
も
大
き
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
欠

落
す
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
策
定
が
急
が
れ
る
所
以
で
あ
ろ
う
か
。

（
52
） 

稲
葉
威
雄
『
会
社
法
の
解
明
』
中
央
経
済
社
（
二
〇
一
〇
年
）
七
二
〇
│
七
三
二
頁
参
照
。

（
53
） 

上
村
達
男
「
公
開
株
式
会
社
法
の
構
想
に
つ
い
て
（
上
・
中
・
下
）」
商
事
法
務
一
五
五
九
・
一
五
六
〇
・
一
五
六
三
号
（
二
〇
〇
〇
年
）。

（
54
） 

金
融
庁
・
油
布
志
行
『
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
策
定
と
今
後
の
期
待
』
日
本
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
講
演
（
二
〇
一
四
年
五
月
）。
日
本
版
コ
ー
ド
七
原
則
を
文
言
に
忠
実
に
遵
守
す
れ
ば
足
り
る
と
い
う
理
解
は
間
違
っ
て
お
り
、
各
機
関
投

資
家
の
実
状
に
適
合
す
る
導
入
手
法
で
よ
い
。
だ
か
ら
こ
そC

om
ply or E

xplain
で
あ
る
。

（
55
） 

法
制
度
と
コ
ー
ド
レ
ベ
ル
の
問
題
の
対
処
は
コ
ー
ド
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
の
緩
い
形
で
処
理
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
の
考
え
方
も
あ
ろ
う
が
、
名

四
六
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
七
二
二
）

宛
人
の
企
業
、
機
関
投
資
家
が
迷
わ
な
い
た
め
、
あ
る
い
は
コ
ー
ド
に
よ
る
規
律
の
み
で
十
分
な
英
国
型
規
範
社
会
が
形
成
さ
れ
る
ま
で
は
、
自
主

団
体
が
発
布
す
る
ひ
な
形
形
式
で
は
な
く
プ
リ
ン
シ
プ
ル
ベ
ー
ス
に
よ
る
と
し
て
も
、
何
ら
か
の
交
通
整
理
・
調
整
が
不
可
避
と
な
ろ
う
か
。
少
な

く
と
も
両
法
域
の
調
整
マ
タ
ー
と
な
る
公
開
会
社
法
整
備
の
進
展
状
況
は
名
宛
人
の
企
業
側
は
無
縁
で
は
い
ら
れ
な
い
。
英
国
コ
ー
ド
は
逐
次
改
訂

さ
れ
、
我
が
国
も
同
様
に
コ
ー
ド
の
ブ
ラ
ッ
シ
ュ
・
ア
ッ
プ
に
つ
い
て
三
年
毎
の
改
訂
を
予
定
す
る
が
、
そ
の
中
で
整
備
を
進
め
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

詳
細
な
細
目
規
定
で
な
い
と
す
れ
ば
金
商
法
関
連
規
定
な
ど
に
影
響
が
出
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
コ
ー
ド
と
法
制
の
切
り
分
け
に
つ
い
て
実
効
性

確
保
の
見
地
か
ら
の
更
な
る
議
論
が
必
要
と
な
ろ
う
。

（
56
） 

非
業
務
執
行
取
締
役
に
は
社
外
取
締
役
と
監
査
（
等
）
委
員
役
員
（
監
査
等
委
員
と
指
名
委
員
会
設
置
会
社
の
監
査
委
員
）、
非
業
務
執
行
役

員
と
す
れ
ば
社
外
監
査
役
も
含
む
こ
と
に
な
る
。
第
七
章
で
は
、
総
称
し
て
Ｎ
Ｅ
Ｄ
と
表
記
し
て
議
論
を
進
め
る
。

（
57
） 

改
正
法
で
は
監
査
等
委
員
で
あ
る
取
締
役
を
除
く
取
締
役
と
の
利
益
相
反
取
引
に
つ
い
て
監
査
等
委
員
会
の
承
認
を
受
け
た
場
合
、
取
締
役
の

任
務
懈
怠
の
推
定
規
定
（
四
二
三
条
三
項
）
を
適
用
し
な
い
（
同
条
四
項
）。
監
査
等
委
員
会
が
選
定
す
る
監
査
等
委
員
は
、
株
主
総
会
に
お
い
て

監
査
等
委
員
で
あ
る
取
締
役
以
外
の
取
締
役
の
選
解
任
等
お
よ
び
報
酬
等
に
つ
い
て
監
査
等
委
員
会
の
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
（
三
四
二
条

の
二
第
四
項
、
三
六
一
条
六
項
、
三
九
九
条
の
二
第
三
項
三
号
）。

（
58
） 

武
井
一
浩
「
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
と
今
後
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
法
制
上
の
課
題
」
神
作
裕
之
編
『
企
業
法
制
の
将
来
展
望
│
資
本
市
場
制
度
の

改
革
へ
の
提
言
│
二
〇
一
四
年
度
版
』
財
経
詳
報
社
（
二
〇
一
三
年
）
三
五
五
│
三
六
五
頁
、
同
「
日
本
経
済
活
性
化
に
向
け
た
企
業
法
政
改
革
│

平
成
二
六
年
会
社
法
改
正
を
踏
ま
え
た
今
後
の
論
点
│
」
東
京
大
学
比
較
法
政
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
発
言
（
前
掲
注（
3
））。

（
59
） 

米
国
司
法
省 

事
件N

o. 11-C
R
-651

。
梅
田
徹
『
外
国
公
務
員
贈
賄
防
止
体
制
の
研
究
』
麗
澤
大
学
出
版
会
（
二
〇
一
一
年
）
一
二
八
頁
以

下
、
経
済
産
業
省
「
平
成
二
三
年
度 

中
小
企
業
の
海
外
展
開
に
係
る
不
正
競
争
等
の
リ
ス
ク
へ
の
対
応
状
況
に
関
す
る
調
査
（
外
国
公
務
員
贈
賄

規
制
法
制
に
関
す
る
海
外
動
向
調
査
）
報
告
書
」
日
本
能
率
協
会
総
合
研
究
所
（
二
〇
一
二
年
三
月
）
三
八
頁
以
下
。

（
60
） 

有
力
金
融
機
関
の
ロ
ビ
ー
活
動
等
に
よ
り
実
質
は
従
前
の
ル
ー
ル
が
そ
の
ま
ま
継
続
し
て
い
る
。

（
61
） 

林
孝
宗
・
前
掲
註（
13
）二
五
〇
頁
。
川
島
い
ず
み
「
イ
ギ
リ
ス
会
社
法
に
お
け
る
取
締
役
の
注
意
義
務
」
比
較
法
学
四
一
巻
一
号
（
二
〇
〇
七

年
）
一
│
三
五
頁
、
川
島
い
ず
み
「
イ
ギ
リ
ス
会
社
法
に
お
け
る
株
主
代
表
訴
訟
の
展
開
」
奥
島
孝
康
教
授
還
暦
記
念
『
比
較
会
社
法
研
究
』
成
文

四
六
四



英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
とA

pproved P
ersons

制
度
（
藤
川
）

（
七
二
三
）

堂
（
一
九
九
九
年
）
四
七
頁
以
下
、
日
本
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
編
『
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
│
英
国
の
企
業
改
革

│
』
商
事
法
務
研
究
会
（
二
〇
〇
一
年
）、
本
間
美
奈
子
「
イ
ギ
リ
ス
法
上
の
株
式
会
社
運
営
機
構
と
そ
の
課
題
（
一
）
│
キ
ャ
ド
ベ
リ
ー
報
告
書

の
検
討
を
通
じ
て
│
」
早
大
法
研
論
集
七
五
号
（
一
九
九
五
年
）
二
二
一
頁
以
下
、
河
村
賢
治
「
英
国
公
開
会
社
法
に
お
け
る
取
締
役
会
の
機
能
│

統
合
コ
ー
ド
（the C

om
bined C

ode

）
を
中
心
に
│
」
早
法
七
六
巻
二
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
二
三
九
頁
以
下
。

（
62
） 

二
〇
一
四
年
六
月
三
日
日
本
経
済
新
聞
、
六
月
一
〇
日R

E
U
T
E
R
S

。

（
63
） 

私
見
と
し
て
米
国
の
信
認
義
務
の
中
に
注
意
義
務
、
忠
実
義
務
が
あ
る
が
、
本
来
的
に
は
取
締
役
の
義
務
で
あ
り
、
誠
実
義
務
も
し
か
り
で
、

信
認
義
務
に
入
る
か
、
あ
る
い
は
忠
実
義
務
の
下
部
概
念
と
構
成
す
る
に
せ
よ
、
株
主
の
義
務
を
こ
れ
に
含
め
る
こ
と
は
無
理
も
あ
る
。
取
締
役
が

責
任
を
担
う
対
象
を
会
社
ま
た
は
株
主
と
す
る
二
つ
の
考
え
方
が
米
国
で
議
論
に
な
り
、
会
社
と
す
れ
ば
支
配
株
主
の
忠
実
・
誠
実
義
務
違
反
は
認

定
し
や
す
い
。
ド
イ
ツ
法
的
に
ヨ
コ
の
関
係
を
重
視
し
、
株
主
相
互
間
の
誠
実
義
務
違
反
・
株
主
間
差
別
化
と
み
る
立
場
と
親
和
性
が
あ
り
、
英
米

法
的
契
約
理
論
か
ら
は
組
合
的
に
当
初
の
構
成
員
合
意
の
原
点
に
帰
る
ア
プ
ロ
ー
チ
と
な
ろ
う
。
忠
実
義
務
に
関
す
る
議
論
を
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト

に
敷
衍
し
て
み
た
場
合
、
我
が
国
会
社
法
制
を
米
国
系
譜
と
す
れ
ば
株
主
間
の
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
活
動
に
は
元
来
不
向
き
な
側
面
が
あ
る
と
も
い

え
よ
う
か
。S

outhern P
eru

事
件
（
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
衡
平
法
裁
判
所
二
〇
一
一
年
一
〇
月
一
四
日
）
に
つ
き
、
拙
稿
「
米
国
金
融
規
制
改
革
法
な

ど
国
際
金
融
法
制
に
お
け
る
新
た
な
リ
ス
ク
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
ー
規
制
強
化
と
コ
ン
バ
ー
ジ
ェ
ン
ス
な
ら
び
に
忠
実
義
務
な
ど
を
通
じ
た
株
主
間
差
別

化
に
向
け
て
│
」
政
経
研
究
第
四
九
巻 

第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）
五
九
一
│
六
二
二
頁
。C

ourt of C
hancery of D

elaw
are. Inre 

S
O
U
T
H
E
R
N
 P
E
R
U
 C
O
P
P
E
R
 C
O
R
P
O
R
A
T
IO
N
 S
H
A
R
E
H
O
L
D
E
R
 D
E
R
IV
A
T
IV
E
 L
IIG
A
T
IO
N
. C
.A
.N
o.961-C

S
. 

（
64
） 

弥
永
真
生
「
社
外
取
締
役
と
情
報
収
集
等
」
商
事
法
務N

o.2028

（
二
〇
一
四
年
三
月
）
四
│
一
六
頁
。

（
65
） 

拙
稿
「
米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
を
中
心
と
す
る
国
際
金
融
法
制
の
展
開
と
影
響
に
関
わ
る
考
察
│
規
制
強
化
の
ジ
レ
ン
マ
な
ら
び
に
パ
ラ

ド
ッ
ク
ス
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
、
域
外
適
用
な
ど
│
」
日
本
大
学
法
学
紀
要
第
五
五
巻
（
二
〇
一
四
年
）
九
│
一
〇
八
頁
。

（
66
） 

前
掲
・「
イ
ギ
リ
ス
二
〇
〇
六
年
会
社
法
（
二
）」
比
較
法
学
四
一
巻
三
号
一
八
九
頁
以
下
参
照
。
中
村
信
男
「
イ
ギ
リ
ス
二
〇
〇
六
年
会
社
法

に
お
け
る
影
の
取
締
役
規
制
の
進
展
と
日
本
法
へ
の
示
唆
」
比
較
法
学
四
二
巻
一
号
（
二
〇
〇
八
年
四
月
）
二
一
一
頁
以
下
。

（
67
） 

油
布
志
行
・
前
掲
注（
54
）発
言
。

四
六
五



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
七
二
四
）

（
68
） 

各
国
の
特
徴
を
整
理
す
る
と
、
①
英
国
は
細
目
も
含
め
コ
ー
ド
中
心
に
実
効
性
を
保
つ
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
が
、
我
が
国
に
比
し
て
深
刻
と
さ
れ

た
不
祥
事
・
金
融
危
機
か
ら
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
を
分
離
さ
せ
た
。
企
業
価
値
向
上
以
上
に
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
が
発
端
で
あ
る
要
因

が
強
い
と
み
ら
れ
、
こ
の
た
め
事
前
防
止
の
観
点
か
ら
、A

pproved P
ersons

に
も
詳
細
な
ル
ー
ル
ブ
ッ
ク
が
あ
り
、
事
実
上
の
エ
ン
フ
ォ
ー
ス

メ
ン
ト
も
厳
格
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
い
え
よ
う
。
二
〇
〇
六
年
会
社
法
は
株
主
価
値
で
な
く
企
業
価
値
を
念
頭
に
お
い
て
一
般
的
義
務
を
定
め
、
強

化
を
図
り
、
コ
ー
ド
理
念
と
の
整
合
性
を
強
め
た
。
②
我
が
国
は
会
社
法
主
体
で
あ
る
が
、
金
商
法
と
の
齟
齬
の
解
消
、
公
開
会
社
法
の
必
要
性
等

が
唱
え
ら
れ
、
現
状
で
は
不
十
分
な
た
め
、
法
制
度
面
か
ら
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
必
要
性
が
高
い
。
対
し
て
、
ス
チ
ュ
ワ
ー

ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
は
不
祥
事
防
止
目
的
と
共
に
成
長
戦
略
、
企
業
価
値
向
上
と
い
う
安
倍
晋
三
内
閣
の
成
長
戦
略
の
喫
緊
の
課
題
か
ら
策
定
・
導

入
さ
れ
た
要
素
も
強
く
、
英
国
と
は
や
や
ズ
レ
が
あ
ろ
う
か
。
ま
た
機
関
投
資
家
の
モ
ラ
ル
は
英
国
に
比
す
れ
ば
良
好
な
面
も
あ
る
が
、
持
合
株
式

の
対
処
な
ど
我
が
国
独
自
の
必
要
性
も
存
在
す
る
。
③
米
国
は
、
会
社
法
規
律
が
中
心
で
コ
ー
ド
概
念
は
受
容
さ
れ
な
い
と
さ
れ
た
が
、
各
国
の

コ
ー
ド
策
定
と
機
関
投
資
家
の
受
容
、
コ
ー
ド
の
域
外
適
用
等
の
影
響
も
あ
り
、
徐
々
に
変
容
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
忠
実
義
務
の
規
範
化
概
念
、

近
時
の
関
連
判
例
な
ど
既
に
そ
の
実
質
的
な
変
化
の
兆
し
も
窺
え
る
。
英
国
で
は
コ
ー
ド
か
ら
ル
ー
ル
化
へ
、
逆
に
米
国
は
ル
ー
ル
の
中
に
規
範
を

取
り
入
れ
つ
つ
あ
り
、
接
近
の
兆
し
と
い
え
よ
う
か
。
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
内
容
は
ガ
バ
ナ
ン
ス
形
態
を
問
わ
な
い
も
の
で
、
上
位

概
念
と
位
置
付
け
ら
れ
、
ソ
フ
ト
ロ
ー
を
通
し
た
世
界
的
な
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
コ
ン
バ
ー
ジ
ェ
ン
ス
の
流
れ
の
一
環
と
も
思
料
さ
れ
る
。
将
来
懸
念
さ

れ
る
ソ
フ
ト
ロ
ー
の
域
外
適
用
に
関
し
て
は
、
予
定
調
和
の
下
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
面
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
企
業
サ
イ
ド
に
お
い
て
は
組
織
的

な
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
な
ど
で
対
応
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
恣
意
性
の
排
除
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
関
し
て
は
、
各
国
間
連
携
に
よ
る
相
互
の
自
発
的

な
国
際
礼
譲
主
義
が
鍵
と
な
ろ
う
。
特
に
我
が
国
の
場
合
、
恣
意
的
な
域
外
適
用
に
対
し
て
は
、
自
国
の
国
益
に
反
す
る
こ
と
を
提
示
す
る
こ
と
に

な
ろ
う
か
。
拙
稿
・
前
掲
注（
47
）四
一
頁
以
下
。

（
69
） 

コ
ー
ド
と
会
社
法
改
正
を
両
輪
と
す
る
こ
と
等
に
よ
る
フ
リ
ク
シ
ョ
ン
の
発
生
は
逆
に
成
長
阻
害
要
因
と
な
ら
な
い
か
、
成
長
戦
略
の
位
置
付

け
の
中
で
一
抹
の
懸
念
を
表
し
て
お
き
た
い
。

（
70
） 

プ
リ
ン
シ
プ
ル
ベ
ー
ス
の
破
綻
で
も
な
い
が
、
実
現
の
困
難
さ
の
例
で
あ
ろ
う
か
。
他
方
、
企
業
名
公
表
な
ど
企
業
側
の
影
響
も
大
き
い
。
我

が
国
独
自
の
コ
ー
ド
策
定
に
当
た
り
、
①
い
か
に
プ
リ
ン
シ
プ
ル
ベ
ー
ス
に
徹
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
②
業
界
自
主
団
体
に
よ
る
ひ
な
型
な
ど
は

四
六
六



英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
とA

pproved P
ersons

制
度
（
藤
川
）

（
七
二
五
）

作
成
さ
せ
な
い
よ
う
に
金
融
庁
が
指
導
す
る
と
し
て
も
、
監
督
側
か
らH

andbook

の
類
の
発
出
は
将
来
的
に
も
不
要
な
の
か
、
③
成
長
戦
略
が
発

端
な
だ
け
に
、
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
は
ソ
フ
ト
ロ
ー
に
規
定
す
る
と
し
て
企
業
側
の
萎
縮
効
果
を
も
た
ら
さ
な
い
か
、
な
ど
コ
ー
ド
な
る
が
故
の

議
論
は
少
な
く
な
い
。
ハ
ー
ド
ロ
ー
分
野
で
あ
る
が
、
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
等
域
外
適
用
と
課
徴
金
重
罰
化
が
ア
ナ
ロ
ジ
ー
と
し
て
パ
ラ
レ
ル
に
浮
か
ぶ
と
こ

ろ
で
あ
る
。

（
71
） 

江
頭
憲
治
郎
「
改
正
会
社
法
の
解
釈
上
お
よ
び
実
務
上
の
諸
問
題
」
日
本
大
学
法
科
大
学
院
特
別
講
演
会
資
料
（
二
〇
一
四
年
六
月
一
六
日
）。

株
主
の
行
動
、
労
働
慣
行
、
裁
判
所
の
姿
勢
な
ど
を
掲
げ
ら
れ
る
。

（
72
） 

私
見
で
あ
る
が
、
今
後
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
事
例
の
蓄
積
に
伴
い
、
行
政
処
分
か
ら
不
服
審
査
・
司
法
判
断
へ
と
進
む
こ
と

も
予
想
さ
れ
る
。
反
ト
ラ
ス
ト
法
分
野
で
は
、
抑
止
力
の
点
で
有
用
で
あ
る
と
し
て
、
米
国
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
な
ど
に
お
い
て
個
人
に
対
す
る
刑
事
罰
が
執

行
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
場
合
の
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
を
図
る
行
政
当
局
と
刑
事
訴
追
の
訴
訟
当
局
の
関
係
（separation of prosecutor from

 

enforcer

）、
両
罰
規
定
と
刑
事
・
民
事
罰
の
あ
り
方
、
私
訴
（private suit

）
が
出
さ
れ
る
場
合
の
代
表
訴
訟
・
集
団
訴
訟
（collective 

actions

）
や
三
倍
賠
償
制
度
な
ら
び
に
証
拠
開
示
（discovery

）
の
あ
り
方
な
ど
適
切
な
手
続
面
（due process concerns

）
の
制
度
設
計
が
将

来
の
検
討
課
題
と
な
ろ
う
か
。
反
ト
ラ
ス
ト
法
分
野
で
米
国
は
司
法
省
（D

O
J

）
が
刑
事
・
民
事
と
も
担
当
す
る
が
、
世
界
的
に
は
少
数
派
で
あ
る

こ
と
な
ど
に
つ
い
て
、H

arry F
irst

（
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
大
学
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
教
授
）“Y

our M
oney A

nd Y
our L

ife: T
he E

xport of U
.S
. 

A
ntitrust R

em
edies”

、Jacques B
uhart

（
マ
ク
ダ
ー
モ
ッ
ト
・
ウ
イ
ル
＆
エ
メ
リ
ー
法
律
事
務
所
パ
ー
ト
ナ
ー
）“E

vidence in E
U
 cartel 

proceedings”

、M
arc van der W

oude

（
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
欧
州
連
合
司
法
裁
判
所
一
般
裁
判
所
判
事
）“Judicial R

eview
 in E

U
 

C
om
petition C

ases” 

東
京
大
学
第
四
七
回
比
較
法
政
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
『
最
新
の
競
争
法
・
競
争
政
策
に
お
け
る
世
界
的
動
向
』（
二
〇
一
四
年
八

月
五
日
）
参
照
。

﹇
本
稿
は
、
財
団
法
人
民
事
紛
争
処
理
基
金
の
研
究
助
成
金
を
利
用
し
た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
﹈

四
六
七




